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［
解　

題
］

　

本
資
料
は
、
二
〇
一
九
年
四
月
二
〇
日
に
慶
應
義
塾
大
学
三
田

キ
ャ
ン
パ
ス
に
お
い
て
行
わ
れ
た
、
フ
ラ
ン
ク
・
ザ
リ
ガ
ー
教
授
に

よ
る
講
演
の
翻
訳
で
あ
る
。

　

ド
イ
ツ
で
は
、
近
年
、「
汚
職
」
の
処
罰
範
囲
を
拡
大
す
る
方
向

で
の
改
正
が
立
て
続
け
に
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
公
務
担
当
者

や
議
員
に
関
す
る
汚
職
に
と
ど
ま
ら
ず
、
経
済
取
引
、
保
健
医
療
制

度
、
さ
ら
に
は
ス
ポ
ー
ツ
に
お
け
る
汚
職
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
本

講
演
は
、K

orruption

と
い
う
概
念
の
分
析
か
ら
汚
職
の
不
法
の

本
質
を
明
ら
か
に
し
、
近
年
の
立
法
を
批
判
的
に
考
察
す
る
も
の
で

あ
る
。
そ
の
内
容
は
理
論
的
に
極
め
て
刺
激
的
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、

最
近
の
ド
イ
ツ
の
立
法
動
向
を
知
る
た
め
の
資
料
的
価
値
も
あ
る
こ

と
か
ら
、
翻
訳
し
て
紹
介
す
る
次
第
で
あ
る
。

　

ザ
リ
ガ
ー
教
授
は
、
一
九
九
九
年
に
「
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
公
式
と
法

治
国
家
」
の
研
究
で
博
士
号
を
取
得
、
二
〇
〇
三
年
に
「
政
党
法
と

刑
法
」
の
研
究
で
教
授
資
格
を
取
得
し
た
。
二
〇
〇
五
年
三
月
か
ら

二
〇
一
四
年
三
月
ま
で
ブ
セ
リ
ウ
ス
・
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
教
授
（
刑
法
、

刑
事
訴
訟
法
、
法
哲
学
）、
二
〇
一
四
年
四
月
か
ら
二
〇
一
六
年
三

月
ま
で
チ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
大
学
法
学
部
教
授
（
刑
法
、
刑
事
訴
訟
法
、

経
済
刑
法
、
法
哲
学
）
を
経
て
同
年
四
月
か
ら
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
法

学
部
教
授
（
同
右
）
を
務
め
て
い
る
。

　

本
稿
末
尾
に
、
関
係
す
る
ド
イ
ツ
刑
法
典
の
条
文
の
日
本
語
訳
を

掲
載
し
た
。
講
演
原
稿
で
は
注
に
条
文
の
文
言
の
引
用
が
あ
っ
た
が
、

断
片
的
で
あ
り
、
ま
た
一
覧
性
に
も
欠
け
る
た
め
、
該
当
す
る
注
の

フ
ラ
ン
ク
・
ザ
リ
ガ
ー

佐　

藤　

拓　

磨
／
訳

汚
職
の
不
法

）
（
（

資 料
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訳
に
は
「
本
稿
末
の
訳
文
を
参
照
」
と
入
れ
、
末
尾
に
掲
載
し
た
条

文
訳
の
参
照
を
求
め
る
形
に
し
た
。
な
お
、
講
演
原
稿
に
下
線
が
引

か
れ
て
い
た
部
分
は
傍
線
と
し
、
イ
タ
リ
ッ
ク
体
と
な
っ
て
い
た
部

分
は
ゴ
チ
ッ
ク
体
と
し
た
。
文
体
は
、
講
演
時
の
雰
囲
気
を
再
現
す

る
た
め
に
本
文
は
敬
体
と
し
、
注
は
常
体
と
し
た
。

［
翻　

訳
］

Ⅰ　

汚
職
の
遍
在
性
と
そ
の
防
止

　

汚
職
は
、
世
界
に
遍
在
し
、
か
つ
国
家
、
経
済
お
よ
び
社
会
に

と
っ
て
高
度
に
有
害
な
社
会
現
象
で
す
。
二
〇
一
二
年
に
算
出
さ
れ

た
汚
職
に
よ
る
損
害
は
、
ド
イ
ツ
だ
け
で
も
、
二
五
〇
〇
億
ユ
ー
ロ

に
の
ぼ
る
と
い
わ
れ
ま
す）

2
（

。
こ
の
よ
う
な
汚
職
の
高
度
の
重
要
性
は
、

国
際
的
に
、
刑
法
に
よ
る
汚
職
防
止
の
拡
大
へ
の
持
続
的
な
刺
激
を

も
た
ら
し
ま
し
た）

3
（

。
ド
イ
ツ
の
立
法
者
も
、
過
去
五
年
の
間
に
、
汚

職
に
対
す
る
国
内
の
刑
法
規
範
を
再
び
著
し
く
拡
大
し
ま
し
た
。

　

ド
イ
ツ
刑
法
典
一
〇
八
条
ｅ
［
訳
注
：
以
下
、
条
文
は
、
断
り
が

な
い
限
り
ド
イ
ツ
刑
法
典
の
も
の
と
す
る
］
の
議
員
贈
収
賄
は
、
二

〇
一
四
年
に
新
た
な
文
言
に
置
き
換
え
ら
れ
、
ま
た
、
厳
罰
化
さ
れ

ま
し
た）

（
（

。
二
〇
一
五
年
末
に
は
、
立
法
者
は
、
長
期
間
の
論
争
の
後

に
、
欧
州
基
準
を
国
内
法
化
し
、
経
済
汚
職
に
対
す
る
可
罰
性
を
、

二
九
九
条
一
項
二
号
お
よ
び
二
項
二
号
に
お
い
て
、
業
務
主
モ
デ
ル

（Geschäftsherrenm
odell

）
を
加
え
る
こ
と
で
拡
大
し
ま
し
た）

（
（

。

同
じ
法
律
に
よ
り
、
外
国
の
汚
職
の
防
止
が
、
明
確
な
形
で
拡
大
さ

れ
ま
し
た
（
特
に
、
一
一
条
一
項
二
ａ
号
お
よ
び
三
三
一
条
以
下
に

欧
州
公
務
担
当
者
を
入
れ
た
こ
と
、
並
び
に
、
新
三
三
五
条
ａ
に
お

い
て
三
三
二
条
、
三
三
四
条
、
三
三
五
条
を
外
国
職
員
お
よ
び
国
際

職
員
に
ま
で
拡
張
し
た
こ
と
を
見
よ
）。
こ
れ
に
加
え
、
二
〇
一
六

年
に
は
、
保
健
医
療
制
度
に
お
け
る
汚
職
が
―
―
こ
れ
も
同
様
に
激

し
い
論
争
の
後
に
―
―
二
九
九
条
ａ
、
二
九
九
条
ｂ
お
よ
び
三
〇
〇

条
に
お
い
て
犯
罪
化
さ
れ
ま
し
た）

（
（

。
最
後
に
、
立
法
者
は
、
そ
の
一

年
後
に
、
同
じ
よ
う
に
論
争
の
あ
っ
た
ス
ポ
ー
ツ
に
お
け
る
汚
職
を

も
二
六
五
条
ｃ
か
ら
ｅ
に
お
い
て
処
罰
の
対
象
と
し
ま
し
た）

7
（

。

　

こ
の
刑
事
政
策
的
な
展
開
を
評
価
す
る
た
め
の
信
頼
に
足
る
羅
針

盤
を
持
つ
た
め
に
は
、
汚
職
の
可
罰
的
不
法
に
関
す
る
明
確
な
イ

メ
ー
ジ
が
必
要
で
す
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
は
、

実
定
法
の
解
釈
に
指
針
を
与
え
う
る
だ
け
で
な
く
、
刑
法
に
よ
る
汚

職
防
止
の
拡
大
の
流
れ
の
中
で
、
汚
職
と
関
係
の
な
い
行
為
が
犯
罪

化
さ
れ
る
こ
と
を
防
ぐ
こ
と
を
助
け
う
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
す
。

と
り
わ
け
、
医
師
汚
職
を
犯
罪
化
す
る
た
め
の
法
案
の
評
価
の
際
に
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見
る
よ
う
に）

8
（

、
こ
の
懸
念
に
は
理
由
が
あ
る
の
で
す
。

　

以
下
で
は
、
汚
職
と
い
う
承
認
さ
れ
た
法
律
概
念
が
、
こ
れ
ま
で

洗
練
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
出
発
し
ま
す
。
そ
の
た

め
、
以
下
の
二
段
階
で
汚
職
の
不
法
に
つ
い
て
探
究
し
ま
す
。
第
一

に
、
刑
法
典
に
お
け
る
法
律
上
の
手
掛
か
り
お
よ
び
汚
職
の
語
義
を

分
析
し
ま
す
（
後
出
Ⅱ
）。
そ
の
う
え
で
、
利
益
に
条
件
づ
け
ら
れ
、

か
つ
利
害
に
反
す
る
、
二
人
の
主
君
に
仕
え
る
者
（vorteilsbedingte 

und interessenw
idrige D

ienerschaft zw
eier H

erren

）
と
し

て
の
汚
職
の
可
罰
的
不
法
を
提
示
し
ま
す
（
後
出
Ⅲ
）。
こ
れ
を
基

礎
に
し
て
、
第
三
段
階
と
し
て
、
汚
職
刑
法
に
お
け
る
最
近
の
展
開

に
つ
い
て
―
―
紙
幅
の
都
合
に
よ
り
ご
く
簡
単
に
―
―
評
価
し
ま
す

（
後
出
Ⅳ
）。

Ⅱ　

導
入
―
―
法
規
上
の
手
掛
か
り
お
よ
び
語
義

　

汚
職
の
概
念
は
、
ド
イ
ツ
刑
法
典
に
お
い
て
定
義
さ
れ
て
お
ら
ず
、

ま
た
用
い
ら
れ
て
も
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
、
汚
職
刑
法
は
、

狭
義
の
も
の
と
広
義
の
も
の
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す）

9
（

。
狭
義
の

汚
職
刑
法
に
あ
た
る
の
は
、
汚
職
防
止
が
そ
の
明
白
な
目
的
で
あ
る

す
べ
て
の
刑
罰
規
定
で
す
。
そ
れ
ら
は
、
三
つ
の
分
野
に
分
か
れ
ま

す
。
第
一
に
、
公
務
担
当
者
に
よ
っ
て
の
み
、
ま
た
は
公
務
担
当
者

に
対
し
て
の
み
犯
す
こ
と
が
で
き
、
か
つ
国
家
行
政
に
お
け
る
汚
職

を
阻
止
す
る
た
め
の
利
益
収
受
、
収
賄
、
利
益
供
与
お
よ
び
贈
賄
と

い
っ
た
公
務
犯
罪
（
三
三
一
～
三
三
八
条
）、
第
二
に
、
経
済
汚
職

の
防
止
に
資
す
る
、
業
務
上
の
取
引
に
お
け
る
収
賄
お
よ
び
贈
賄
の

構
成
要
件
（
二
九
九
～
三
〇
二
条
、
保
健
医
療
制
度
に
お
け
る
汚
職

に
対
す
る
新
二
九
九
条
ａ
～
新
三
〇
〇
条
お
よ
び
ス
ポ
ー
ツ
に
お
け

る
汚
職
に
対
す
る
二
六
五
条
ｃ
～
ｅ
）、
第
三
に
、
政
治
汚
職
に
向

け
ら
れ
た
選
挙
人
贈
収
賄
お
よ
び
議
員
贈
収
賄
の
構
成
要
件
（
一
〇

八
条
ｅ
）
で
す
。

　

こ
れ
と
並
ん
で
―
―
い
わ
ば
広
義
の
汚
職
刑
法
と
し
て
―
―
、
そ

れ
自
体
が
汚
職
要
素
を
含
む
か
、
ま
た
は
狭
義
の
汚
職
犯
罪
の
典
型

的
な
随
伴
犯
罪
で
あ
る
刑
法
典
内
外
の
さ
ら
な
る
構
成
要
件
が
あ
り

ま
す
。 

こ
れ
に
あ
た
る
の
は
、
背
任
（
二
六
六
条
）、
詐
欺
（
二
六

三
条
）、
横
領
（
二
四
六
条
）、
資
金
洗
浄
（
二
六
一
条
）
お
よ
び
文

書
犯
罪
（
二
六
七
条
以
下
）
で
す
。
加
え
て
、
刑
法
典
以
外
で
は
、

た
と
え
ば
、
帳
簿
犯
罪
（
例
と
し
て
、
ド
イ
ツ
商
法
典
三
三
一
条
以

下
）、
租
税
逋
脱
（
租
税
通
則
法
三
七
〇
条
）、
そ
し
て
政
党
資
金
の

分
野
で
は
政
党
法
三
一
条
ｄ
の
刑
罰
規
定
が
あ
り
ま
す）

（1
（

。

　

こ
れ
ら
の
規
定
の
う
ち
、
当
然
、
狭
義
の
汚
職
犯
罪
の
み
が
、
汚

職
の
不
法
を
さ
し
あ
た
り
規
定
す
る
た
め
の
手
掛
か
り
を
含
み
ま
す
。

三
三
一
条
一
項
の
利
益
収
受
の
法
文）

（（
（

を
三
三
二
条
一
項
一
文
の
収
賄）

（1
（
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お
よ
び
二
九
九
条
一
項
の
業
務
上
の
取
引
に
お
け
る
収
賄）

（1
（

と
比
較
す

る
と
、
汚
職
の
不
法
に
つ
い
て
、
ま
ず
、
次
の
こ
と
が
推
論
で
き
ま

す
。
す
な
わ
ち
、
汚
職
は
、
出
発
点
に
お
い
て
、
利
益
供
与
者
と
利

益
収
受
者
の
二
面
関
係
を
必
要
と
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
こ
の
二
面

関
係
の
基
礎
は
、
利
益
と
対
価
と
の
間
の
不
法
約
定

（U
nrechtsvereinbarung

）
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
三
三
二
条
一

項
一
文
お
よ
び
二
九
九
条
一
項
は
、 「
…
…
の
対
価
と
し
て
、
利
益

を
」
と
い
う
文
言
を
選
択
し
、
こ
れ
に
よ
り
厳
格
な
不
法
約
定
（
汝

が
与
え
給
わ
ん
が
た
め
に
我
は
与
え
る
〔D

o ut des

〕）
を
明
示
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
こ
と
を
表
現
し
て
い
ま
す
。
三
三
一
条
一

項
の
利
益
収
受
も
、
公
務
担
当
者
が
「
職
務
遂
行
に
つ
い
て
」
利
益

を
要
求
し
、
約
束
し
、
ま
た
は
収
受
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
よ

り
緩
や
か
な
形
で
の
不
法
約
定
を
基
礎
に
置
い
て
い
ま
す）

（1
（

。

　

こ
の
さ
し
あ
た
り
の
帰
結
は
、
汚
職
の
語
義
の
分
析
と
合
致
し
ま

す
。
ラ
テ
ン
語
のcorrum
pere

に
由
来
す
る
汚
職
は
、
贈
賄
、
収

賄
（K

äuflichkeit

）、
腐
敗
ま
た
は
一
般
的
な
倫
理
の
堕
落
と
し
て

理
解
さ
れ
得
ま
す）

（1
（

。
こ
の
こ
と
は
、
次
の
こ
と
を
悟
ら
せ
ま
す
。
す

な
わ
ち
、
あ
る
者
が
、
何
か
を
供
与
す
る
こ
と
に
よ
り
、
他
の
者
を

「
買
収
し
」、
あ
る
い
は
「
買
い
」、（「
腐
敗
さ
せ
る
」）
と
い
う
こ
と

が
、
汚
職
の
構
造
に
属
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
汚
職
は
、
出
発
点
に
お

い
て
、
与
え
る
者
（「
買
う
者
」）
と
受
け
取
る
者
（「
買
わ
れ
る

者
」）
の
二
面
関
係
に
特
徴
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す）

（1
（

。 

そ
の
た
め
、

汚
職
の
中
核
は
、
語
義
に
し
た
が
っ
て
も
、
与
え
る
者
と
受
け
取
る

者
の
間
の
約
定
な
の
で
す
。
そ
れ
は
、
腐
敗
お
よ
び
倫
理
の
堕
落
で

あ
る
が
ゆ
え
に
、
同
様
に
ル
ー
ル
あ
る
い
は
利
害
に
反
す
る
不
法
約

定
と
し
て
評
価
さ
れ
う
る
の
で
す
。

　

こ
れ
に
加
え
、
汚
職
の
語
義
か
ら
は
、
さ
ら
に
以
下
の
こ
と
を
読

み
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
、
供
与
に
よ
っ
て

収
受
者
に
何
か
を
さ
せ
る
つ
も
り
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
（「
贈

賄
」）、
供
与
さ
れ
た
何
か
が
収
受
者
に
と
っ
て
動
機
づ
け
に
働
く
利

益
を
意
味
す
る
と
い
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
得
ま
す）

（1
（

。
他
方
で
、「
腐

敗
」
あ
る
い
は
「
倫
理
の
堕
落
」
と
い
う
語
義
か
ら
は
、
供
与
さ
れ

た
何
か
が
、
収
受
者
に
と
っ
て
、
な
ん
ら
か
の
不
正
な
も
の
、
つ
ま

り
許
容
さ
れ
な
い
利
益
を
意
味
す
る
と
い
う
こ
と
が
推
論
さ
れ
得
ま

す
。

　

汚
職
に
関
す
る
さ
ら
な
る
必
須
の
概
念
要
素
は
、
刑
法
典
の
規
定

か
ら
も
語
義
か
ら
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
と
り
わ
け
、

汚
職
と
い
う
た
め
に
は
、
利
益
の
収
受
者
が
第
三
者
と
特
定
の
関
係

に
あ
る
こ
と
が
必
要
か
ど
う
か
、
ま
た
そ
れ
が
ど
の
程
度
必
要
か
は
、

未
解
決
で
す
。
こ
の
問
題
は
、
汚
職
の
理
解
に
と
っ
て
本
質
的
で
あ

り
、
ま
た
ほ
と
ん
ど
の
汚
職
の
定
義
の
提
案
で
は
十
分
に
は
考
慮
さ

れ
て
い
な
い
も
の
で
す）

（1
（

。
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Ⅲ　
 

汚
職
の
不
法
―
―
利
益
に
条
件
づ
け
ら
れ
、
か

つ
利
害
に
反
す
る
、
二
人
の
主
君
に
仕
え
る
者

　

こ
の
こ
と
を
示
す
の
が
、
以
下
の
二
つ
の
事
例
の
区
別
で
す）

（1
（

。
侵

入
盗
Ｅ
は
、
依
頼
者
Ａ
に
よ
り
約
束
さ
れ
た
報
酬
と
引
き
換
え
に
、

Ｏ
所
有
の
高
価
な
彫
刻
を
盗
ん
だ
（
侵
入
盗
事
例
）。
官
吏
Ｂ
は
、

依
頼
者
Ａ
に
よ
り
約
束
さ
れ
た
報
酬
と
引
き
換
え
に
、
義
務
に
反
し

て
、
Ａ
の
会
社
に
公
共
建
設
工
事
の
委
託
を
し
た
（
官
吏
事
例
）。

汚
職
と
の
近
似
性
と
い
う
観
点
か
ら
両
事
例
を
比
較
す
れ
ば
、
直
観

的
な
答
え
は
、
官
吏
事
例
の
み
が
公
務
担
当
者
の
汚
職
の
古
典
的
事

例
で
あ
り）

11
（

、
侵
入
盗
事
例
は
汚
職
と
は
お
よ
そ
関
係
が
な
い
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
直
観
的
に
妥
当
な
区
別
は
、
ど

の
よ
う
に
し
て
根
拠
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

ド
イ
ツ
刑
法
典
に
お
け
る
反
汚
職
規
定
お
よ
び
語
義
か
ら
得
ら
れ

た
汚
職
の
不
法
に
つ
い
て
の
こ
れ
ま
で
の
概
念
規
定
か
ら
は
、（
い

ま
だ
）
こ
れ
を
根
拠
づ
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
と
い
う
の
も
、

官
吏
事
例
に
お
い
て
も
、
侵
入
盗
事
例
に
お
い
て
も
、
利
益
供
与
者

（
Ａ
）
と
利
益
収
受
者
（
Ｅ
あ
る
い
は
Ｂ
）
と
の
間
の
二
面
関
係
、

お
よ
び
違
法
な
取
引
（
窃
盗
あ
る
い
は
違
法
な
委
託
）
に
対
す
る
許

容
さ
れ
な
い
利
益
（
窃
盗
あ
る
い
は
委
託
に
対
す
る
報
酬
）
に
関
す

る
そ
れ
ら
の
者
の
間
の
不
法
な
約
定
が
み
ら
れ
る
か
ら
で
す
。

　

そ
の
点
で
は
、
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
一
般
に
通
用
し
て
い
る
汚
職

の
法
的
な
概
念
規
定
も
明
確
な
認
識
を
得
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
ま

せ
ん）

1（
（

。
こ
の
こ
と
は
、
ま
ず
、
行
為
者
に
視
点
を
置
い
た
定
義
に
あ

て
は
ま
り
ま
す
。
こ
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
汚
職
は
、
不
正
な
利
益
の

た
め
の
義
務
違
反）

11
（

、
ま
た
は
「
利
己
心
か
ら
の
、
隠
密
裏
に
行
わ
れ

る
義
務
に
反
す
る
誤
っ
た
組
織
の
操
作
」）

11
（

だ
と
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
ら

の
概
念
規
定
は
、
義
務
違
反
の
観
点
を
強
調
し
ま
す
。
実
際
、
汚
職

に
は
、
供
与
者
と
収
受
者
の
義
務
違
反
と
い
う
面
が
あ
り
ま
す
。
こ

の
こ
と
は
、
す
で
に
腐
敗
お
よ
び
倫
理
の
堕
落
と
い
う
連
想
に
現
れ

て
い
ま
す
。

　

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
義
務
違
反
の
観
点
は
―
―
隠
密
性
の
観

点
と
同
様
に
―
―
汚
職
の
不
法
に
と
っ
て
決
定
的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

と
い
う
の
も
、
義
務
違
反
の
要
素
は
、
ド
イ
ツ
刑
法
典
の
他
の
複
数

の
犯
罪
構
成
要
件
、
た
と
え
ば
背
任
や
扶
養
義
務
違
反
の
罪
（
一
七

〇
条
）
の
各
構
成
要
件
を
特
徴
づ
け
る
も
の
で
も
あ
る
か
ら
で
す
。

し
か
し
、
両
犯
罪
は
、
明
ら
か
に
汚
職
と
は
関
係
が
あ
り
ま
せ
ん）

11
（

。

そ
の
た
め
、
義
務
違
反
の
観
点
は
汚
職
に
特
有
の
も
の
で
は
な
く
、

そ
の
性
格
を
際
立
た
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
義
務
違
反
ア
プ

ロ
ー
チ
が
、
侵
入
盗
事
例
と
官
吏
事
例
を
、
両
事
例
の
行
為
者
が
当

然
義
務
に
反
し
て
行
為
し
て
い
る
と
い
う
理
由
で
区
別
で
き
な
い
の
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も
、
驚
く
べ
き
こ
と
で
は
な
い
の
で
す
。

　

こ
れ
と
の
関
連
で
は
、
ド
イ
ツ
の
刑
法
学
に
お
い
て
広
ま
っ
て
い

る
、
汚
職
を
ル
ー
ル
に
反
す
る
利
益
の
交
換
と
定
義
す
る
概
念
規
定）

11
（

に
よ
っ
て
も
、
同
様
に
、
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

た
し
か
に
、
こ
の
概
念
理
解
に
は
、
不
法
約
定
を
汚
職
犯
罪
の
核
心

と
す
る
点
で
正
し
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
違
法
な
交
換

関
係
は
、
盗
品
等
関
与
（
二
五
九
条
）
や
薬
物
取
引
（
麻
薬
法
二
九

条
以
下
参
照
）
の
よ
う
な
他
の
犯
罪
に
も
み
ら
れ
ま
す
が
、
こ
れ
ら

の
場
合
を
汚
職
と
い
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん）

11
（

。
こ
れ
に
対
応
し
て
、

交
換
テ
ー
ゼ
も
官
吏
事
例
か
ら
侵
入
盗
事
例
を
区
別
す
る
こ
と
に
成

功
し
て
い
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
両
事
例
で
は
利
益
の
違
法
な
交
換

が
行
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。

　

収
受
者
が
、
汚
職
の
際
に
二
人
の
主
君
に
仕
え
る
者
に
な
る
、
つ

ま
り
利
益
の
結
果
と
し
て
、
供
与
者
の
、
そ
し
て
ま
た
業
務
主
の
奉

仕
者
に
な
る）

11
（

限
り
で
「
腐
敗
す
る
」
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
た
場
合

に
、
先
に
進
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
た
め
、
汚
職
を
特
徴
づ
け

る
の
は
、
二
面
的
な
だ
け
で
な
く
、
利
益
供
与
者
、
利
益
収
受
者
お

よ
び
利
益
収
受
者
の
業
務
主
の
三
面
的
関
係
で
す）

11
（

。
汚
職
は
、
そ
の

限
り
で
は
、
収
受
者
と
業
務
主
と
の
間
の
特
別
関
係
、
い
わ
ゆ
る
本

人－

代
理
人
関
係
あ
る
い
は
特
別
な
契
約
関
係
に
お
い
て
の
み
起
こ

り
う
る
の
で
す
。
つ
ま
り
、
公
務
犯
罪
の
場
合
は
公
務
担
当
者
と
国

家
と
の
間
、
経
済
汚
職
の
場
合
は
被
用
者
あ
る
い
は
受
託
者
と
業
務

主
と
の
間
、
政
治
汚
職
の
場
合
は
議
員
（M

andatsträger

）
と
国

民
と
の
間
の
関
係
で
す）

11
（

。
第
三
者
に
対
す
る
こ
の
特
別
関
係
は
、
侵

入
盗
事
例
で
は
欠
け
ま
す
。
こ
の
事
例
で
は
、
窃
盗
犯
人
が
報
酬
を

約
束
さ
せ
る
こ
と
を
通
じ
て
「
二
人
の
主
君
に
仕
え
る
者
」
に
は
な

ら
ず
、
そ
の
限
り
で
は
腐
敗
し
な
い
の
で
す
。

　

汚
職
は
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
概
念
上
、
利
益
に
条
件
づ
け
ら
れ
、

か
つ
利
害
に
反
す
る
、
二
人
の
主
君
に
仕
え
る
者
と
し
て
理
解
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す）

11
（

。
こ
の
概
念
規
定
に
お
い
て
は
、
汚
職
は
、
と
り

わ
け
様
々
な
刑
法
上
の
保
護
法
益
を
侵
害
し
う
る
攻
撃
形
態
だ
が
、

そ
れ
自
体
で
は
、
原
則
と
し
て
、
実
質
的
な
刑
事
不
法
に
は
十
分
で

は
な
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
可
罰
的
な
汚
職
規
範
を

う
ま
く
根
拠
づ
け
る
こ
と
が
可
能
か
否
か
は
、
二
重
に
仕
え
る
こ
と

の
反
利
害
性
の
社
会
的
意
味
に
か
か
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
限
り
で
は
、
騙
し
と
類
似
の
こ
と
が
あ
て
は
ま
り
ま
す
。
騙

し
は
、
刑
法
上
保
護
価
値
の
あ
る
法
益
と
結
び
つ
い
て
は
じ
め
て
犯

罪
行
為
と
な
る
攻
撃
形
態
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
の
と
同
様
に

―
―
た
と
え
ば
、
詐
欺
の
場
合
、
財
産
と
い
う
保
護
法
益
と
結
び
つ

く
―
―
、
汚
職
も
、
実
質
的
な
刑
事
不
法
の
程
度
に
達
す
る
た
め
に

は
、
原
則
と
し
て
、
刑
法
上
保
護
価
値
の
あ
る
法
益
と
の
関
連
を
必

要
と
す
る
の
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
騙
し
に
関
し
て
一
般
的
な
噓
犯
罪
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を
根
拠
づ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
と
同
様
に）

1（
（

、
汚
職
に
関
し
て
も

一
般
的
な
汚
職
犯
罪
を
正
当
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す）

11
（

。
そ

れ
ゆ
え
、
汚
職
は
、 

通
常
、
刑
法
上
保
護
価
値
の
あ
る
法
益
と
結
び

つ
い
て
は
じ
め
て
実
質
的
な
刑
事
不
法
と
な
る
、
第
一
次
的
に
は
形

式
的
な
刑
事
不
法
の
特
徴
を
示
す
の
で
す）

11
（

。
新
た
な
汚
職
構
成
要
件

を
設
け
る
た
め
の
刑
事
政
策
上
の
議
論
の
際
に
は
、
こ
の
こ
と
に
注

意
が
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん）

11
（

。

　

刑
法
上
保
護
価
値
の
あ
る
法
益
へ
の
汚
職
の
関
連
が
原
則
と
し
て

必
要
だ
と
い
う
こ
と
と
は
別
に
、
提
示
さ
れ
た
汚
職
の
概
念
か
ら
、

汚
職
刑
法
に
と
っ
て
の
二
つ
の
規
範
的
な
準
則
が
明
ら
か
に
な
り
ま

す
。
第
一
に
、
汚
職
の
三
面
構
造
で
は
、
巻
き
込
ま
れ
た
当
事
者
は

人
格
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
特
に
、
収

受
者
と
し
て
そ
の
職
業
上
の
義
務
を
侵
害
し
た
だ
け
の
者
は
、
い
ま

だ
「
二
人
の
主
君
に
仕
え
る
者
」
に
は
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
の
限

り
で
は
、
汚
職
犯
罪
は
、
職
務
担
当
者
、
医
師
ま
た
は
弁
護
士
が
利

益
に
条
件
づ
け
ら
れ
て
粗
悪
な
仕
事
を
し
た
場
合
に
つ
い
て
の
一
般

的
な
専
門
職
犯
罪
（Professionsdelikte

）
に
ま
で
拡
大
さ
れ
て

は
な
り
ま
せ
ん
。
正
当
に
も
、
刑
法
典
は
、
専
門
職
犯
罪
に
は
慎
重

で
す
。
刑
法
典
に
は
、
た
と
え
ば
枉
法
（
三
三
九
条
）
の
よ
う
な
わ

ず
か
な
専
門
職
犯
罪
、
あ
る
い
は
た
と
え
ば
当
事
者
へ
の
裏
切
り

（
三
五
六
条
）
の
よ
う
な
非
常
に
特
殊
な
専
門
職
違
反
が
あ
る
だ
け

で
す
。
こ
れ
ら
の
犯
罪
は
、（
必
然
的
に
は
）
汚
職
と
は
言
い
ま
せ

ん
。
そ
の
う
え
、
職
業
上
の
粗
悪
な
仕
事
へ
の
制
裁
に
は
、
原
則
と

し
て
、
民
法
で
十
分
な
の
で
す
。

　

次
に
、
汚
職
の
三
面
構
造
か
ら
、
二
九
九
条
の
経
済
汚
職
に
関
し

て
、
構
成
要
件
か
ら
業
務
主
を
取
り
除
く
こ
と
が
正
し
い
と
い
う
こ

と
が
帰
結
さ
れ
ま
す）

11
（

。
と
い
う
の
も
、
業
務
主
が
業
務
決
定
に
対
す

る
利
益
を
収
受
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
彼
は
二
人
の
主
君
に
仕
え
る
者

に
は
な
ら
な
い
か
ら
で
す）

11
（

。
さ
ら
に
、 

被
用
者
が
業
務
主
の
了
解
ま

た
は
黙
認
に
よ
り
利
益
を
収
受
す
る
場
合
は
、
彼
は
二
人
の
主
君
に

仕
え
る
者
で
は
な
い
た
め
、
不
可
罰
と
さ
れ
る
べ
き
で
し
ょ
う）

11
（

。

Ⅳ　

最
近
の
刑
事
政
策
の
分
野
へ
の
適
用

　

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
の
規
範
的
な
内
容
に
満
ち
た
汚
職
の
概
念

か
ら
、
い
ま
で
は
す
べ
て
法
律
と
な
っ
た
、
議
員
贈
収
賄
、
経
済
汚

職
、
医
師
汚
職
お
よ
び
ス
ポ
ー
ツ
汚
職
の
分
野
に
お
け
る
最
近
の
改

革
あ
る
い
は
改
革
プ
ラ
ン
に
対
す
る
帰
結
も
導
か
れ
ま
す）

11
（

。

1
．
議
員
贈
収
賄
の
厳
罰
化
（
一
〇
八
条
ｅ
）

　

二
〇
一
四
年
春
に
、
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
・
キ
リ
ス
ト
教
社
会

同
盟
お
よ
び
社
会
民
主
党
の
各
会
派
が
、
欧
州
基
準
お
よ
び
国
際
基
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準
）
11
（

を
国
内
法
化
し
、
ま
た
幾
度
も
指
摘
さ
れ
た
一
〇
八
条
ｅ

）
11
（

の
欠
陥

を
除
去
す
る
た
め
に
、
議
員
贈
収
賄
の
犯
罪
構
成
要
件
を
拡
張
す
る

た
め
の
法
案
を
提
出
し
ま
し
た）

1（
（

。
同
法
案
は
、
連
邦
議
会
に
お
い
て

圧
倒
的
な
多
数
で
可
決
さ
れ）

11
（

 

、
同
年
九
月
一
日
に
施
行
さ
れ
ま
し

た
）
11
（

。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
と
り
わ
け
連
邦
ま
た
は
州
の
議
員
と
し
て
、

そ
の
委
任
の
遂
行
の
際
に
、
委
託
ま
た
は
指
示
に
基
づ
い
て
あ
る
行

為
を
行
い
、
ま
た
は
行
わ
な
い
こ
と
の
対
価
と
し
て
、
自
己
ま
た
は

第
三
者
に
対
す
る
不
正
な
利
益
を
要
求
し
、
約
束
し
、
ま
た
は
収
受

す
る
者
は
、
処
罰
さ
れ
得
ま
す
（
一
〇
八
条
ｅ
第
一
項
）。
こ
れ
に

対
応
す
る
規
制
は
、
贈
賄
に
も
あ
て
は
ま
り
ま
す
（
一
〇
八
条
ｅ
第

二
項
）。
不
正
な
利
益
は
、
詳
細
に
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
不
正
な

利
益
は
、
特
に
、
利
益
収
受
が
そ
の
構
成
員
の
法
的
地
位
に
関
し
て

基
準
と
な
る
規
定
と
整
合
す
る
場
合
に
は
、
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
（
一

〇
八
条
ｅ
第
四
項
一
文
）。
そ
れ
ゆ
え
、
政
治
的
委
任
、
政
治
的
職

務
ま
た
は
許
容
さ
れ
る
寄
付
は
含
ま
れ
ま
せ
ん
（
一
〇
八
ｅ
第
四
項 

二
文 

）。

　

こ
の
議
員
贈
収
賄
の
厳
罰
化
は
、
原
則
と
し
て
、
歓
迎
す
べ
き
も

の
で
す
。
こ
れ
は
、「
一
方
で
、
議
員
に
よ
る
当
罰
的
な
汚
職
行
為

と
議
員
に
対
す
る
そ
れ
」
を
従
来
よ
り
も
効
果
的
に
捕
捉
す
る
こ
と

と
、
他
方
で
、「
自
由
委
任
の
原
則
お
よ
び
議
会
的
な
意
思
形
成
の

特
殊
性
」
を
、
政
治
的
な
領
域
で
許
容
さ
れ
る
も
の
と
し
て
承
認
さ

れ
て
き
た
行
動
の
犯
罪
化
に
よ
っ
て
無
視
し
な
い
こ
と
と
の
間
の
緊

張
関
係
を
考
慮
し
た
も
の
で
す）

11
（

。
そ
の
結
果
、
議
員
が
自
由
委
任
の

原
則
（
基
本
法
三
八
条
）
に
反
し
て
、
利
益
供
与
者
に
よ
る
具
体
的

な
委
託
ま
た
は
指
示
に
基
づ
い
て
行
為
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
二
人

の
主
君
に
仕
え
る
者
」（
国
民
お
よ
び
利
益
供
与
者
に
仕
え
る
者
）

と
な
っ
た
場
合
に
は
じ
め
て
、
可
罰
性
が
生
じ
る
の
で
す）

11
（

。
そ
の
際
、

委
託
お
よ
び
指
示
と
い
う
微
妙
な
概
念
は
、
一
般
的
な
用
語
法
の
意

味
に
し
た
が
っ
て
広
く
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん）

11
（

。

　

立
法
者
が
、
不
正
な
利
益
と
議
員
の
行
為
と
の
間
の
「
密
接
な
因

果
関
係
」（
加
重
さ
れ
た
不
法
約
定
）
を
要
求
し
て
い
る
こ
と
、
つ

ま
り
委
任
実
行
に
対
す
る
利
益
の
寄
付
一
般
（
一
般
的
な
雰
囲
気
づ

く
り
〔allgem

eine K
lim

apflege

〕）、
内
面
的
な
信
念
に
基
づ
い

て
主
張
さ
れ
る
議
員
の
政
治
的
立
場
に
対
す
る
利
益
の
寄
付
一
般
、

お
よ
び
純
粋
な
事
後
的
謝
礼
（Belohnungen

）
は
明
示
的
に
捕
捉

し
て
い
な
い
こ
と
を）

11
（

、
新
規
定
の
適
用
頻
度
お
よ
び
予
防
効
果
に
蓋

を
す
る
も
の
と
み
て
は
な
り
ま
せ
ん）

11
（

。
後
者
に
つ
い
て
は
、
法
実
務

が
決
定
す
る
で
し
ょ
う）

11
（

。 

旧
規
定
と
比
較
し
て
、
新
一
〇
八
条
ｅ

は
、
全
体
と
し
て
法
の
進
歩
だ
と
い
え
ま
す）

11
（

。

2
．
二
九
九
条
ｄ
の
拡
大
に
よ
る
経
済
汚
職
の
厳
罰
化

　

二
〇
一
五
年
一
一
月
末
ま
で
は
、
次
の
者
の
み
が
、
業
務
上
の
取
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引
に
お
け
る
収
賄
を
理
由
に
処
罰
可
能
で
し
た
。
す
な
わ
ち
、
企
業

の
被
用
者
ま
た
は
受
託
者
と
し
て
、
業
務
上
の
取
引
に
お
い
て
、
商

品
ま
た
は
サ
ー
ビ
ス
の
購
入
の
際
に
国
内
ま
た
は
国
外
に
お
け
る
入

札
で
他
人
を
優
遇
す
る
こ
と
の
対
価
と
し
て
、
自
己
ま
た
は
第
三
者

に
対
す
る
利
益
を
要
求
し
、
約
束
さ
せ
、
ま
た
は
収
受
し
た
者
で
す 

（
旧
二
九
九
条
一
項
、
三
項
）。
こ
れ
に
対
応
す
る
規
制
は
、
贈
賄
に

も
あ
て
は
ま
り
ま
し
た
（
旧
二
九
九
条
二
項
、
三
項
）。
こ
の
犯
罪

化
は
、
原
則
と
し
て
、
民
間
の
経
済
汚
職
の
競
争
モ
デ
ル
を
指
向
す

る
も
の
で
し
た）

1（
（

。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
旧
二
九
九
条
の
法
益
は
、
争
い

な
く
（
そ
し
て
、
正
当
に
も
、
第
一
次
的
に
は
）
競
争
の
み
で
し
た
。

業
務
主
、
競
合
者
ま
た
は
一
般
の
消
費
者
の
財
産
的
関
心
は
、
せ
い

ぜ
い
の
と
こ
ろ
、
間
接
的
に
併
せ
て
保
護
さ
れ
る
も
の
で
し
た）

11
（

。
わ

ず
か
し
か
介
入
的
で
は
な
い
競
争
モ
デ
ル
の
基
礎
に
は
、 
次
の
よ
う

な
考
え
方
が
あ
り
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、
財
産
的
利
益
の
追
求
お
よ

び
優
遇
は
、
ま
さ
に
資
本
主
義
経
済
の
特
徴
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ

ゆ
え
、
最
高
の
製
品
を
め
ぐ
る
競
争
お
よ
び
優
遇
の
た
め
の
判
断
基

準
と
し
て
の
成
果
主
義
（Leistungsprinzip

）
が
覆
さ
れ
る
限
り

で
の
み
抑
制
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
考
え
方
で
す）

11
（

。

　

こ
の
競
争
モ
デ
ル
は
、
二
〇
一
五
年
末
に
、
二
九
九
条
一
項
二
号

お
よ
び
二
項
二
号
に
お
い
て
、
業
務
主
モ
デ
ル
を
加
え
る
形
で
拡
張

さ
れ
ま
し
た）

11
（

。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
国
際
的
基
準
を
国
内
法
化
し
、
い

ま
や
、
次
の
者
も
処
罰
可
能
で
す
。
す
な
わ
ち
、
と
り
わ
け
企
業
の

被
用
者
ま
た
は
受
託
者
と
し
て
、
企
業
の
同
意
な
く
、
商
品
ま
た
は

サ
ー
ビ
ス
の
購
入
の
際
に
あ
る
行
為
を
行
い
、
ま
た
は
行
わ
ず
、
そ

れ
に
よ
り
そ
の
者
の
企
業
に
対
す
る
義
務
に
違
反
す
る
こ
と
の
対
価

と
し
て
、
自
己
ま
た
は
第
三
者
に
対
す
る
利
益
を
要
求
し
、
約
束
さ

せ
、
ま
た
は
収
受
し
た
者
で
す）

11
（

。

　

こ
の
業
務
主
モ
デ
ル
は
、
た
し
か
に
、
形
式
的
に
は）

11
（

汚
職
の
概
念

に
対
応
す
る
も
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
被
用
者
は
、
こ
の
モ
デ
ル
に

お
い
て
も
、
二
人
の
主
君
に
仕
え
る
者
に
な
る
か
ら
で
す
。
も
っ
と

も
、
二
九
九
条
に
お
け
る
競
争
モ
デ
ル
と
業
務
主
モ
デ
ル
の
組
み
合

わ
せ
は
、
―
―
こ
の
形
態
で
の
欧
州
法
の
国
内
法
化
が
本
当
に
必
須

だ
っ
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
と
は
別
に）

11
（

―
―
体
系
的
理
由
お
よ

び
と
り
わ
け
刑
事
政
策
的
理
由
に
よ
り
、
説
得
的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

第
一
に
、
二
六
六
条
と
の
関
係
で
摩
擦
が
生
じ
ま
す
。
と
い
う
の
も
、

こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
業
務
主
に
対
す
る
義
務
違
反
の
不
法
は
、

被
用
者
が
財
産
の
保
護
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
、
企
業
に

と
っ
て
の
財
産
侵
害
を
も
た
ら
す
限
り
で
は
、
少
な
く
と
も
ド
イ
ツ

で
は
、
す
で
に
二
六
六
条
の
背
任
罪
の
構
成
要
件
に
よ
っ
て
捕
捉
さ

れ
る
か
ら
で
す
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
さ
ら
に
、
二
九
九
条
に
お

け
る
可
罰
性
の
さ
ら
な
る
前
倒
し
は
、
二
六
六
条
で
背
任
未
遂
が
不

可
罰
で
あ
る
こ
と
と
矛
盾
し
ま
す）

11
（

。
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次
に
、
ま
た
こ
れ
が
決
定
的
で
は
あ
る
の
で
す
が
、
従
来
は
捕
捉

さ
れ
な
か
っ
た
―
―
ド
イ
ツ
で
は
背
任
に
は
至
ら
な
い
程
度
の
―
―

「
…
…
競
争
状
況
外
で
の
、
賄
賂
に
よ
っ
て
買
収
さ
れ
た
、
被
用
者

に
よ
る
義
務
侵
害
の
事
例
」
が
な
ぜ
要
罰
的
で
あ
る
べ
き
な
の
か
が
、

十
分
に
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま
せ
ん）

11
（

。 

競
合
者
に
よ
る
金
銭
の

支
払
と
引
き
換
え
に
、
業
務
の
際
に
業
務
主
か
ら
指
示
さ
れ
た
制
服

を
着
用
し
な
か
っ
た
ケ
ー
タ
リ
ン
グ
ス
タ
ッ
フ）

11
（

に
対
す
る
要
罰
性
が

自
明
で
な
い
こ
と
は
―
―
こ
の
事
例
は
、
新
た
な
犯
罪
化
に
よ
り
、

文
言
に
し
た
が
え
ば
捕
捉
さ
れ
ま
す
―
―
、
二
九
九
条
の
改
正
の
支

持
者
自
身
に
と
っ
て
も
明
白
で
す）

1（
（

。
し
か
し
、
競
合
者
に
買
収
さ
れ

た
ケ
ー
タ
リ
ン
グ
ス
タ
ッ
フ
が
、
食
事
を
不
味
く
し
、
雇
主
の
評
判

に
重
要
な
害
を
も
た
ら
し
た
場
合
と
何
が
異
な
る
で
し
ょ
う
か）

11
（

。
ま

た
は
、 

債
務
者
が
、
銀
行
職
員
に
対
し
、
現
金
の
支
払
い
に
よ
り
、

事
前
の
信
用
力
の
審
査
な
し
に
貸
付
け
を
承
認
す
る
こ
と
を
決
意
さ

せ
よ
う
と
試
み
た
場
合
は
ど
う
で
し
ょ
う
か）

11
（

。
こ
れ
ら
の
事
例
に
お

い
て
、 

被
用
者
が
二
重
に
仕
え
る
こ
と
の
実
質
的
な
反
利
害
性
は
、

刑
法
に
よ
る
制
裁
付
科
を
必
要
と
す
る
ほ
ど
の
社
会
全
体
的
な
重
要

性
は
あ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
と
り
わ
け
、
未
遂
に
終
わ
っ
た
貸
付
事

例
で
は
、
純
粋
な
抽
象
的
危
険
の
惹
起
だ
け
で
刑
法
の
投
入
を
正
当

化
で
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
、
ケ
ー
タ
リ
ン
グ
事
例
で
は
、

解
雇
お
よ
び
損
害
賠
償
を
可
能
と
す
る
労
働
法
お
よ
び
民
法
に
よ
る

制
裁
付
科
で
は
十
分
で
は
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
い
ま
で
は
こ

れ
ら
す
べ
て
の
事
例
に
対
し
て
刑
法
上
の
制
裁
付
加
が
な
さ
れ
う
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
が
、
こ
の
よ
う
な
形
で
業
務
主
モ
デ
ル
が
考
慮

さ
れ
た
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
、
憲
法
上
受
け
入
れ
可
能
な
要
罰
性

の
理
由
づ
け
と
し
て
は
十
分
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
新
し
い
領
域

に
お
い
て
、
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
な
職
業
と
の
緊
張
関
係
の
中
で
労
働
法

上
の
被
用
者
の
忠
実
性
を
刑
法
に
よ
っ
て
保
護
し
、
強
制
し
よ
う
と

す
る
者
は
、
理
由
づ
け
を
す
る
責
任
を
負
う
の
で
す
。

3
．
医
師
汚
職
の
犯
罪
化

　

二
〇
一
六
年
に
実
現
し
た
、
新
二
九
九
条
ａ
、
ｂ
お
よ
び
三
〇
〇

条
に
お
け
る
医
師
汚
職
の
犯
罪
化
の
評
価
は
、
よ
り
複
雑
で
す）

11
（

。 

連
邦
通
常
裁
判
所
大
刑
事
部
が
、
二
〇
一
二
年
三
月
に
、
フ
リ
ー
ラ

ン
ス
の
保
険
医
（freiberufliche K

assenärzte

）
は
、
公
務
犯
罪

の
意
味
に
お
け
る
公
務
担
当
者
と
し
て
も
、
業
務
上
の
取
引
に
お
け

る
贈
賄
お
よ
び
収
賄
の
意
味
に
お
け
る
受
託
者
と
し
て
も
み
な
さ
な

い
と
し
つ
つ
、
法
律
に
よ
る
医
師
汚
職
の
犯
罪
化
に
対
す
る
理
解
を

表
明
し
て
以
来）

11
（

、
法
政
策
的
な
議
論
が
始
ま
り
ま
し
た
。
医
師
汚
職

を
特
別
刑
法
と
し
て
社
会
法
典
第
五
編
三
〇
七
条
ｃ
に
お
い
て
限
定

的
に
犯
罪
化
す
る
連
邦
の
前
政
権
の
法
案
は）

11
（

、
政
権
交
代
の
犠
牲
と

な
り
ま
し
た
。
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本
講
演
と
の
関
係
で
興
味
深
い
の
は
、
新
二
九
九
条
ａ
に
お
い
て
、

治
療
職
に
属
す
る
す
べ
て
の
者
に
つ
い
て
、
保
健
医
療
制
度
に
お
け

る
収
賄
お
よ
び
贈
賄
の
可
罰
性
を
定
め
た
連
邦
参
議
院
の
法
案
で
す
。

注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
法
案
が
保
健
医
療
制
度
に
お
け
る
自
由
競
争

の
み
を
保
護
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
く
、
医
療
上
の
決
定
一
般
の

独
立
性
を
も
保
護
し
よ
う
と
し
た
こ
と
で
す）

11
（

。
こ
れ
に
対
応
し
て
、

利
益
収
受
者
の
対
価
は
、
国
内
ま
た
は
国
外
の
入
札
に
お
け
る
他
人

の
優
遇
を
超
え
て
、
そ
の
他
の
不
正
な
方
法
に
よ
る
働
き
か
け
に
も

関
連
づ
け
ら
れ
ま
し
た
（
法
案
二
九
九
条
ａ
第
一
項
一
号
、
二
号
、

第
二
項
一
号
、
二
号
））

11
（

。

　

フ
リ
ー
ラ
ン
ス
の
医
師
の
汚
職
を
、
二
人
の
主
君
に
仕
え
る
者
と

い
う
公
式
に
よ
っ
て
原
則
と
し
て
構
成
し
う
る
か
ど
う
か
は
、
疑
い

が
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん）

11
（

。
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
の
医
師
は
、
第
一

次
的
に
、
疾
病
金
庫
（K
rankenkasse

）、
保
険
医
の
団
体
、
ま
た

は
患
者
に
仕
え
る
者
で
あ
り
、
そ
の
た
め
原
則
と
し
て
汚
職
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。
あ
る
い
は
、
第
一
次
的
に
フ
リ
ー
ラ

ン
ス
の
事
業
者
で
あ
り
、
そ
の
た
め
二
人
の
主
君
の
モ
デ
ル
に
し
た

が
え
ば
、
汚
職
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
前
者
の
考

え
方
を
採
る
場
合
―
―
私
は
原
則
と
し
て
そ
れ
が
可
能
だ
と
考
え
ま

す
が
―
―
、
さ
ら
な
る
問
題
が
出
て
き
ま
す
。
旧
二
九
九
条
と
一
致

し
て
厳
格
な
競
争
モ
デ
ル
を
追
求
す
る
か
、
連
邦
参
議
院
の
法
案
の

よ
う
に
、
追
加
的
に
医
療
上
の
決
定
の
独
立
性
を
も
保
護
す
べ
き
か

と
い
う
問
題
で
す
。
後
者
は
、
拒
否
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
し
た
。
な

ぜ
な
ら
、
こ
れ
は
汚
職
罪
か
ら
離
れ
て
独
立
の
専
門
職
犯
罪
に
至
っ

た
で
あ
ろ
う
か
ら
で
す
。
そ
の
限
り
で
は
、
不
治
の
病
の
患
者
が
、

現
金
の
支
払
い
に
よ
り
（
保
険
と
の
関
連
性
な
く
）
彼
の
医
師
を
医

学
的
適
応
の
な
い
処
置
方
法
に
動
機
づ
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
、
果

た
し
て
ど
こ
に
刑
事
不
法
が
存
在
す
る
の
か
は
、
起
草
者）

11
（

に
反
し
て
、

疑
問
で
し
た
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
正
当
に
も
、
立
法
者
は
、
最
終
的
に
議
会
で
可
決
さ

れ
た
保
健
医
療
制
度
に
お
け
る
収
賄
お
よ
び
贈
賄
の
た
め
の
二
九
九

条
ａ
お
よ
び
二
九
九
条
ｂ
に
お
い
て
、
医
療
上
の
決
定
一
般
の
独
立

性
の
刑
法
上
の
保
護
を
放
棄
し
ま
し
た
。

4
．
ス
ポ
ー
ツ
汚
職
の
犯
罪
化

　

最
後
に
、
新
た
な
汚
職
の
犯
罪
化
の
直
近
の
例
と
し
て
、
二
〇
一

七
年
に
創
設
さ
れ
た
、
ス
ポ
ー
ツ
賭
博
詐
欺
（
二
六
五
条
ｃ
）
と
プ

ロ
ス
ポ
ー
ツ
競
技
の
操
作
（
二
六
五
条
ｄ
）
に
対
す
る
刑
罰
規
定
に

つ
い
て
お
話
し
し
ま
し
ょ
う）

1（
（

。
二
〇
一
四
年
五
月
に
、
連
邦
内
務
省

は
、
ス
ポ
ー
ツ
競
技
の
操
作
の
刑
法
的
評
価
に
つ
い
て
の
専
門
家
会

合
を
催
し
ま
し
た）

11
（

。
背
景
と
な
っ
た
の
は
、
二
〇
一
三
年
の
第
五
回

ユ
ネ
ス
コ
世
界
ス
ポ
ー
ツ
大
臣
会
議
に
お
い
て
可
決
さ
れ
た
「
ベ
ル
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リ
ン
宣
言
」）

11
（

 

、
お
よ
び
ス
ポ
ー
ツ
競
技
の
操
作
に
対
し
て
従
来
の
詐

欺
に
よ
る
犯
罪
化）

11
（

を
超
え
た
刑
法
上
の
制
裁
の
導
入
を
実
現
す
る
こ

と
を
含
ん
で
い
た
当
時
の
連
立
合
意）

11
（

で
し
た
。

　

当
時
、
ど
の
よ
う
な
犯
罪
構
成
要
件
が
あ
り
う
る
と
さ
れ
て
い
た

か
は
、
二
〇
一
四
年
の
バ
イ
エ
ル
ン
州
に
よ
る
ス
ポ
ー
ツ
の
廉
潔
性

の
保
護
に
対
す
る
法
律
（
略
称
：
ス
ポ
ー
ツ
保
護
法
）
案
か
ら
見
て

取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
同
法
案
の
四
条
に
は
、
ス
ポ
ー
ツ
に
お
け

る
収
賄
お
よ
び
贈
賄
に
対
す
る
旧
二
九
九
条
に
類
似
し
た
犯
罪
構
成

要
件
が
み
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
と
り
わ
け
、
ス
ポ
ー
ツ
選

手
、
そ
の
指
導
者
、
ま
た
は
審
判
員
と
し
て
、
国
の
ス
ポ
ー
ツ
の
中

心
選
手
団
の
構
成
員
、
…
…
選
手
代
表
チ
ー
ム
の
構
成
員
、
ま
た
は

ス
ポ
ー
ツ
活
動
か
ら
定
期
的
な
収
入
を
得
て
い
る
者
が
参
加
す
る
組

織
化
さ
れ
た
ス
ポ
ー
ツ
の
競
技
に
お
い
て
、
不
正
な
方
法
に
よ
り
、

そ
の
結
果
ま
た
は
経
過
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
の
対
価
と
し
て
、
自

己
ま
た
は
第
三
者
に
対
す
る
利
益
を
要
求
し
、
約
束
さ
せ
、
ま
た
は

収
受
し
た
者
は
、
処
罰
す
る
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
（
ス
ポ
ー
ツ
保
護

法
案
四
条
一
項
））

11
（

。
保
護
法
益
は
、
ス
ポ
ー
ツ
上
の
競
争
で
し
た
。

特
に
ト
ッ
プ
ス
ポ
ー
ツ
お
よ
び
プ
ロ
ス
ポ
ー
ツ
に
お
い
て
は
、
様
々

な
操
作
を
通
じ
て
、
そ
れ
が
全
社
会
的
に
重
大
な
方
法
で
脅
か
さ
れ

て
い
る
と
し
た
の
で
す）

11
（

。

　

本
講
演
で
示
し
た
汚
職
の
不
法
の
理
解
か
ら
は
、
こ
の
よ
う
な
刑

罰
規
定
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
評
価
す
べ
き
で
し
ょ
う
か）

11
（

。 

ま
ず

確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ス
ポ
ー
ツ
保
護
法
案
四
条
一

項
は
、
汚
職
の
形
式
的
な
不
法
の
核
心
を
形
作
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
す）

11
（

。
と
い
う
の
も
、
協
会
に
仕
え
る
者
と
し
て
の
選
手
が
、
あ

る
い
は
ド
イ
ツ
サ
ッ
カ
ー
協
会
に
仕
え
る
者
と
し
て
の
審
判
員
が
、

利
益
に
条
件
づ
け
ら
れ
、
か
つ
（
形
式
的
に
）
利
害
に
反
す
る
形
で
、

同
時
に
利
益
供
与
者
に
仕
え
る
者
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
具
体
的
な

不
法
約
定
が
、
同
法
四
条
一
項
に
よ
る
可
罰
性
の
核
心
に
属
す
る
か

ら
で
す
。
他
方
で
、
も
ち
ろ
ん
、
ス
ポ
ー
ツ
競
技
は
、
そ
れ
を
ト
ッ

プ
ス
ポ
ー
ツ
お
よ
び
プ
ロ
ス
ポ
ー
ツ
に
限
定
し
て
も
、
刑
法
上
の
保

護
法
益
に
適
し
た
も
の
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
ま
ま
で
す
。
そ
の
限

り
で
は
、
業
務
主
モ
デ
ル
の
方
向
へ
の
経
済
汚
職
の
拡
大）

11
（

と
似
た
よ

う
に
、
こ
の
分
野
に
お
い
て
二
重
に
仕
え
る
こ
と
の
実
質
的
な
反
利

害
性
が
、
正
統
な
刑
法
上
の
法
益
保
護
の
前
提
条
件
と
な
る
全
社
会

的
な
重
大
性
に
ま
で
達
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
疑
問
が
出
て
き
ま
す
。

こ
こ
で
は
、
紙
幅
の
都
合
か
ら
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
踏

み
込
む
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん）

1（
（

。
も
っ
と
も
、
結
論
と
し
て
は
、
私
は
、

ト
ッ
プ
ス
ポ
ー
ツ
お
よ
び
プ
ロ
ス
ポ
ー
ツ
に
お
け
る
収
賄
お
よ
び
贈

賄
は
、
ス
ポ
ー
ツ
の
自
律
性
、
お
よ
び
ス
ポ
ー
ツ
裁
判
権
が
機
能
を

果
た
し
う
る
能
力
の
保
持
の
も
と
に
、
理
由
づ
け
可
能
だ
と
考
え
ま

す
）
11
（

。
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立
法
者
は
、
最
終
的
に
、
同
じ
よ
う
に
考
え
ま
し
た
。
も
っ
と
も
、

ス
ポ
ー
ツ
賭
博
詐
欺
（
二
六
五
条
ｃ
）
お
よ
び
プ
ロ
ス
ポ
ー
ツ
競
技

の
操
作
（
二
六
五
条
ｄ
）
に
つ
い
て
の
新
し
い
刑
罰
規
定
に
よ
っ
て
、

立
法
者
は
、
体
系
に
反
す
る
方
法
で
、
財
産
罪
の
中
に
、
財
産
犯
的

要
素
と
汚
職
的
要
素
か
ら
な
る
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
犯
罪
を
作
っ
た
の
で

す
。
特
に
、
そ
の
ス
ポ
ー
ツ
規
則
へ
の
従
属
性
（
二
六
五
条
ｄ
の

「
競
技
に
反
す
る
方
法
」、「
規
則
に
反
す
る
方
法
」）
に
よ
り
、
刑
事

司
法
は
、
少
な
か
ら
ず
解
釈
問
題
に
直
面
す
る
で
し
ょ
う
。
た
と
え

ば
、
サ
ッ
カ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
で
二
次
予
選
を
突
破
し
た
際
に
Ｂ

チ
ー
ム
で
メ
ン
バ
ー
を
組
む
こ
と
や
、
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
レ
ー
ス
で
、

あ
る
国
の
走
者
た
ち
の
間
で
取
り
決
め
を
す
る
こ
と
（
合
図
に
よ
り
、

一
人
の
走
者
は
ペ
ー
ス
メ
ー
カ
ー
と
し
て
犠
牲
と
な
る
）
が
、
プ
ロ

ス
ポ
ー
ツ
競
技
の
操
作
の
犯
罪
構
成
要
件
を
実
現
す
る
か
ど
う
か
と

い
う
問
題
が
出
て
き
ま
す
。

Ⅴ　

ま
と
め

（
．（
第
一
次
的
で
形
式
的
な
）
汚
職
の
不
法
は
、
利
益
に
条
件
づ

け
ら
れ
、
か
つ
利
害
に
反
し
て
二
人
の
主
君
に
仕
え
る
こ
と
に
あ

り
ま
す
。
実
質
的
な
刑
事
不
法
は
、
通
常
、
刑
法
上
保
護
価
値
の

あ
る
法
益
と
の
関
連
性
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
強
ま
り
ま
す
。

2
．
汚
職
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
す
で
に
存
在
す
る
汚

職
（
国
家
汚
職
、
経
済
汚
職
、
政
治
汚
職
）
の
輪
郭
づ
け
を
可
能

に
し
、
新
し
い
汚
職
形
態
（
医
師
汚
職
、
ス
ポ
ー
ツ
汚
職
）
の
犯

罪
化
に
対
す
る
確
か
な
評
価
の
基
盤
を
提
供
し
ま
す
。

3
．
業
務
主
モ
デ
ル
の
方
向
へ
の
二
九
九
条
の
拡
張
は
、
拒
否
さ
れ

る
べ
き
で
す
。

（
．「
医
師
汚
職
」
に
つ
い
て
の
連
邦
参
議
院
に
よ
る
法
案
二
九
九

条
ａ
は
、
そ
の
第
二
号
に
お
い
て
専
門
職
犯
罪
の
特
徴
を
示
し
て

お
り
、
そ
の
た
め
汚
職
の
（
形
式
的
）
不
法
を
見
誤
る
も
の
で
し

た
。

（
（
）　

本
稿
は
、FS-K

argl, 20（（, S. （93 – S. （0（.

に
寄
稿
し
た
論

文
を
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
2
）　D

ow
ideit, in: D

ie W
elt vom

 （（.03.20（2

を
見
よ
。Friedrich 

Schneider

に
よ
る
算
出
を
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
3
）　

こ
れ
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
、K

ubiciel, D
er EU

-A
nti-

Corruption Report: Ein neuer W
eg zu einer kohärenten 

Präventionspolitik,  H
RRS （/20（3, 2（3 ff.; H

auck, Ü
ber 

Sinn und W
idersinn der von GRECO

 unterbreiteten 
V

orschläge zur Ä
nderung der K

orruptionstatbestände in 
§§ （08e, 299 und 33（ ff. StGB, w

istra 20（0, 2（（ ff.

（
（
）　BGBl. I 20（（, S. （（0. 

二
〇
一
四
年
九
月
一
日
施
行
。
こ
れ
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に
つ
い
て
は
、
後
出
Ⅳ
（
。

（
（
）　 

二
〇
一
五
年
一
一
月
二
〇
日
の
汚
職
防
止
の
た
め
の
法
律

（BGBl. I, S. 202（

）
に
よ
る
。
二
〇
一
五
年
一
一
月
二
六
日
施
行
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、 

後
出
Ⅳ
2
。

（
（
）　

二
〇
一
六
年
五
月
三
〇
日
の
保
健
医
療
制
度
に
お
け
る
汚
職
の

防
止
の
た
め
の
法
律
（BGBl. I, S. （2（（

）
に
よ
る
。
二
〇
一
六
年

六
月
四
日
施
行
。 

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
後
出
Ⅳ
3
。

（
7
）　

二
〇
一
七
年
四
月
一
一
日
の
第
五
一
次
刑
法
典
一
部
改
正
法

―
―
ス
ポ
ー
ツ
賭
博
詐
欺
お
よ
び
プ
ロ
ス
ポ
ー
ツ
競
技
の
操
作
の

可
罰
性
（BGBl. I, S. 8（（
）
に
よ
る
。
二
〇
一
七
年
四
月
一
九
日

施
行
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
後
出
Ⅳ
（
。

（
8
）　

詳
し
く
は
、
後
出
Ⅳ
3
。

（
9
）　

以
下
に
つ
い
て
は
、W

alther, D
as K

orruptionsstrafrecht 
des StGB, Jura 20（0, （（（ （（（2

）.

（
（0
）　W

alther Jura 20（0, （（（ （（（2

）
参
照
。

（
（（
）　

本
稿
末
の
訳
文
を
参
照
。

（
（2
）　

同
右
。

（
（3
）　

同
右
。

（
（（
）　BGH

 N
JW

 2008, 3（80 （3（82

） – Claassen

事
件 = BGH

St 
（3, （  

（（（  f.

）
参
照
。
注
釈
書
で
は
、
す
べ
て
を
挙
げ
る
代
わ
り
に
、

LK
/Sow

ada StGB （2. A
ufl. 2009, §

 33（ Rn. （（  ff. 

お
よ
び

Lackner/K
ühl StGB 28. A

ufl. 20（（, §
 33（ Rn. （0  f.

文
献
か

ら
は
、
多
く
に
代
え
て
、K

uhlen, D
ie Bestechungsdelikte 

der §§ 33（-33（ StGB, JuS 20（（, （73 ff.

（
（（
）　Pfeifer 

（Leitung

）, Etym
ologisches W

örterbuch des 
D

eutschen, 2. A
ufl. Berlin （993, 

見
出
し
語 „K

orrum
pieren

“; 
D

er G
roß

e D
uden, V

E
B

 B
ibliographisches Institut 

Leipzig, 2（. A
uf. （983, 

見
出
し
語„K

orruption

“; Stow
asser, 

Lateinisch-deutsches Schulw
örterbuch, （99（, 

見
出
し
語

„corrum
po

“。

（
（（
）　V

olk, D
ie M

erkm
ale der K

orruption und die Fehler 
bei ihrer Bekäm

pfung, GedS Zipf （999, S. （（9 

（（2（

）; 
K

indhä user, V
oraus setzungen strafb arer K

orrup tion in 
Staat, W

irtschaft und Gesellschaft, ZIS 20（（, （（（ （（（3

）.

（
（7
）　K

indhäuser ZIS 20（（, （（（ （（（3

）
参
照
。

（
（8
）　

以
下
に
つ
い
て
は
、K

indhäuser ZIS 20（（, （（（ （（（2 ff.

）
を

受
け
継
い
だSaliger, K

orruptionsbekäm
pfung in D

eutschland, 
in: J. Iliopoulos-Strangas/K

äm
m

erer 

（H
rsg.

）, V
erant-

w
ortung, Solidarität und K

ooperation in der Europäischen 
U

nion: Ein deutsch-griechischer Rechtsdialog im
 Jahre 

20（（, A
then 20（（

を
見
よ
。

（
（9
）　

以
下
に
つ
い
て
啓
発
的
な
も
の
と
し
て
、K

indhäuser ZIS 
20（（, （（（ （（（3

）
参
照
。

（
20
）　

よ
り
正
確
に
は
、
三
三
二
条
に
よ
る
Ｂ
の
収
賄
と
三
三
四
条
に

よ
る
Ａ
の
贈
賄
。

（
2（
）　

法
的
な
も
の
以
外
も
含
め
た
様
々
な
汚
職
概
念
に
つ
い
て
は
、
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代
表
し
て
、W

abnitz/Janovsky/Bannenberg, H
andbuch 

des W
irtschafts- und Steuerstrafrechts, （. A

ufl. 20（（, 
K

ap. （2  Rn. （  f. 

お
よ
びGraeff/Grieger 

（H
rsg.

）, W
as ist 

K
orruption? Begriffe, Grundlagen und Perspektiven 

gesellschaftsw
issenschaftlicher K

orruptionsforschung, 
20（2

を
見
よ
。
連
邦
刑
事
局
（
Ｂ
Ｋ
Ａ
）
が
用
い
る
刑
事
学
的
な

汚
職
の
概
念
に
つ
い
て
は
、BK

A
 

（H
rsg.

）, K
orruption 

Bundeslagebild 20（3, S. （ 

お
よ
びV

ahlenkam
p/K

nauss, 
K

orruption - ein unscharfes Phänom
en als Gegenstand 

zielgerichteter Prävention, （99（, S. 20  f. 

を
見
よ
。
こ
れ
に

よ
れ
ば
、
汚
職
と
は
、「
他
人
の
指
示
ま
た
は
自
ら
の
意
思
に
基
づ

く
、
他
人
を
利
す
る
た
め
の
公
職
、
経
済
に
お
け
る
職
務
、
ま
た

は
政
治
的
委
任
の
濫
用
で
あ
っ
て
、
自
己
ま
た
は
他
人
に
対
す
る

利
益
の
獲
得
の
た
め
に
行
わ
れ
、（
公
職
も
し
く
は
政
治
的
職
務
に

お
い
て
は
）
公
共
に
と
っ
て
の
、
ま
た
は
（
経
済
に
お
け
る
職
務

担
当
者
に
関
し
て
は
）
企
業
に
と
っ
て
の
損
害
も
し
く
は
不
利
益

の
発
生
、
ま
た
は
発
生
の
予
期
を
伴
う
も
の
」
を
い
う
。

（
22
）　D

ölling, Em
pfehlen sich Ä

nderungen des Straf- und 
Strafprozessrechts, um

 der Gefahr von K
orruption in 

Staat, W
irtschaft und G

esellschaft w
irksam

 zu 
begegnen?, Gutachten C zum

 （（. D
eutschen Juristentag, 

（99（

の
、
一
九
九
四
年
の
バ
レ
ッ
タ
に
お
け
る
第
一
九
回
欧
州
司

法
長
官
会
議
の
た
め
の
イ
タ
リ
ア
の
報
告
書
に
お
け
る
定
義
に
関

す
るC （0 

を
参
照
。

（
23
）　D

ölling, Gutachten C zum
 （（. D

eutschen Juristentag, 
（ 99（

のK
ube/V

ahlenkam
p, K

orruption – hinnehm
en oder 

handeln?, V
erw

A
rchiv （99（, （32 

（（3（

）
に
関
す
るC. （0 

を

参
照
。 

そ
の
際
、D

ölling

は
、
本
稿
と
同
様
に
、
隠
密
性
の
要
素

は
概
念
上
不
可
欠
で
は
な
い
と
す
る
。

（
2（
）　V

olk GedS Zipf （999, S. （（9 

（（2（ f.

）; K
indhäuser ZIS 

20（（, （（（ （（（3

）
に
さ
ら
な
る
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
2（
）　

最
初
に
そ
の
よ
う
に
主
張
し
た
の
は
、V

olk, （（. D
JT

 （99（, 
Bd. II/（, L 3（  ff. 

お
よ
びders. GedS Zipf （999, S. （（9 

（（2（ 
ff.

）. 

賛
同
す
る
も
の
と
し
て
、
た
と
え
ば
、Satzger, Bestechungs-

delikte und Sponsoring, ZStW
 （（（ 

（2003

）, （（9 

（（8（

）; 
G

reeve, K
orruptionsdelikte in der Praxis, 200（, Rn. （; 

W
ollschläger, D

er T
äterkreis des §

 299 A
bs. （  StGB 

und U
m

satzpräm
ien im

 Stufenw
ettbew

erb, 2009, S. （33 
f.; R

önnau, A
lte und neue Problem

e bei §
 299 StGB, StV

 
2009, 302 

（30（

）; W
alther Jura 20（0, （（（ 

（（（2

）。
そ
こ
に
さ

ら
な
る
引
用
が
あ
る
。
さ
ら
に
、LK

/Sow
ada, §

 33（ Rn. （（; 
N

K
/K

uhlen StGB （. A
ufl. 20（3, §

 33（ Rn. 9（ 

参
照
。

（
2（
）　

妥
当
に
も
、Pragal, Die Korruption innerhalb des privaten 

Sektors und ihre strafrechtliche K
ontrolle durch §

 299 
StGB, 200（, S. （38; 

同
様
に
、 K

indhäuser ZIS 20（（, （（（ 

（（（3

）.
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（
27
）　

収
受
者
は
、
利
益
収
受
に
よ
っ
て
彼
の
「
本
来
の
」
業
務
主
に

「
仕
え
る
者
」
で
あ
る
こ
と
を
放
棄
し
な
い
。

（
28
）　

基
本
的
な
も
の
と
し
て
、K

indhäuser ZIS 20（（, （（（ 
（（（3

）. K
indhäuser

は
、「
代
理
人
が
そ
の
特
別
な
義
務
を
負
う

地
位
に
基
づ
い
て
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
利
害
と
、
彼
が
利
益

収
受
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
る
利
害
と
の
間
の
矛
盾
」
お
よ
び
「
三

面
関
係
」
に
つ
い
て
言
及
す
る
。
同
じ
方
向
の
も
の
と
し
て
、
十

分
に
精
確
で
は
な
い
も
の
の
、
同
じ
く
一
般
に
通
用
し
て
い
る

「
私
的
な
利
益
ま
た
は
効
用
を
得
る
た
め
の
委
ね
ら
れ
た
権
力
の
濫

用
」
と
し
て
の
汚
職
の
定
義
が
あ
る （
そ
の
よ
う
な
定
義
を
す
る
も
の

と
し
て
、M

R/Sinner, StGB, 20（3, §
 33（ Rn. （. T

ransparency 
Intern ational, Global Corrup tion Report – Corrup tion in 
Judicial System

s, 2007, S. X
X

I

の
定
義
を
引
き
合
い
に
出
す
）。

こ
の
定
義
の
仕
方
は
、
十
分
に
精
確
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
汚

職
と
関
係
の
な
い
三
五
二
条
の
手
数
料
の
過
剰
徴
収
の
罪
ま
た
は

三
五
三
条
の
公
課
の
過
剰
徴
収
の
罪
も
、
私
的
な
利
益
の
た
め
の
、

委
ね
ら
れ
た
権
力
の
濫
用
と
し
て
理
解
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。

Pragal, D
ie K

orruption innerhalb des privaten Sektors 
usw

., 200（, S. （38, （（（ 

に
よ
る
さ
ら
な
る
概
念
の
提
案
も
参
照
。

Pragal 

は
、V

olk 

に
よ
る
定
義
を
変
容
さ
せ
、
汚
職
を
「
利
益
を
引

き
換
え
と
す
る
決
定
の
違
法
な
交
換
」
と
把
握
す
る
。
こ
れ
に
対

し
、
汚
職
の
構
造
を
看
過
し
て
い
る
の
は
、Jäckle, Sturzgeburt – 

„H
auruck

“-Gesetzgebung bei der M
andatsträgerbestechung, 

ZRP 20（（, （2（ 

（（22

）。Jäckle 

は
、
利
益
供
与
者
と
利
益
収
受

者
と
の
間
の
「
同
位
の
水
準
（die Ebene der Gleichordnung

）」

を
汚
職
に
特
徴
的
な
も
の
と
み
る
。

（
29
）　K

indhäuser ZIS 20（（, （（（ （（（3

）
参
照
。

（
30
）　

類
似
す
る
も
の
と
し
て
、K

indhäuser ZIS 20（（, （（（ 

（（（3

）。K
indhäuser

は
、
汚
職
を
「
利
害
に
反
す
る
、
利
益
と

授
け
ら
れ
た
決
定
権
限
の
遂
行
と
の
結
び
付
け
」
と
定
義
す
る
。

（
3（
）　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、Saliger, K

ann und soll das Recht 
die Lüge verbieten?, in: D

epenheuer 

（H
rsg.

）, Recht und 
Lüge, 200（, S. 93  （（02 ff.

）.

（
32
）　

そ
の
よ
う
な
指
摘
を
す
る
も
の
と
し
て
、
既
に
、 K

indhäuser 
ZIS 20（（, （（（ und （（（

。

（
33
）　

よ
り
狭
い
の
は
、K

indhäuser ZIS 20（（, （（（

。K
indhäuser 

は
、
汚
職
と
は
特
定
の
攻
撃
形
態
の
み
を
指
す
と
い
う
見
解
で
あ

る
。

（
3（
）　

後
出
の
Ⅳ
3
お
よ
び
Ⅳ
（
、
さ
ら
に
Ⅳ
2
も
見
よ
。

（
3（
）　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
後
出
の
Ⅳ
2
参
照
。

（
3（
）　

代
表
す
る
も
の
と
し
て
、W

ollschläger, D
er T

äterkreis 
usw

., 2009, S. （（8; K
indhäuser ZIS 20（（, （（（ （（（7

）
参
照
。

（
37
）　

説
得
力
を
持
っ
て
通
説
に
反
対
す
る
の
は
、E

rb, U
ngereim

t-
heiten bei der A

nw
endung von §

 299 StGB, FS-Geppert, 
20（（, S. 97  ff.

さ
ら
に
、W

ollschläger, D
er T

äterkreis usw
., 

2009, S. 79  ff., （（7; K
indhäuser ZIS 20（（, （（（ （（（7 f.

）.
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（
38
）　

以
下
に
つ
い
て
は
、
注（
（8
）の
文
献
を
見
よ
。

（
39
）　

一
九
九
九
年
一
月
二
七
日
の
欧
州
評
議
会
の
汚
職
に
関
す
る
刑

事
条
約
四
条
、
六
条
お
よ
び
一
〇
条
、
二
〇
〇
三
年
一
〇
月
三
一

日
の
腐
敗
の
防
止
に
関
す
る
国
際
連
合
条
約
一
五
条
、
一
六
条
参

照
。
そ
れ
に
加
え
て
、BT

-D
rucks. （8/（7（, S. （.

（
（0
）　

多
く
の
も
の
に
代
え
て
、M

R/Sinner, StGB, 20（3, §
 （08e 

R
n. 3; B

arton, D
er T

atbestand der A
bgeordneten-

bestechung （§
 （08e StGB

）, N
JW

 （99（, （098 ff.; Francuski, 
D

ie N
euregelung der A

bgeordnetenbestechung 

（§
 （08e 

StGB

）, H
RRS 20（（, 220 （222 ff.

）.

（
（（
）　BT

-D
rucks. （8/（7（ vom

 （（.02.20（（. 

正
当
に
も
ひ
と
つ 

も
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
そ
れ
以
前
の
提
案
に
つ
い
て
は
、
た
と
え

ば
、BT

-D
rucks. （7/（（（2

、BT
-D

rucks. （7/（932 

、
お
よ
び

代
表
し
て
、H

oven, D
ie Strafbarkeit der A

bgeordneten-
bestechung. W

ege und Ziele einer Reform
 des §

 （08e 
StGB, ZIS 20（3, 33  ff.

を
見
よ
。

（
（2
）　BT

-Plenarprotokoll （8/（8, S. （390 D
 ff. 

立
法
手
続
に
お

け
る
性
急
さ
に
批
判
的
な
も
の
と
し
て
、Fischer D

ie Zeit vom
 

2（.0（.20（（, S. 8  

お
よ
びJäckle ZRP 20（（, （2（ f.

（
（3
）　BGBl. I, S. （（0.

（
（（
）　BT

-D
rs. （8/（7（, S. （ 

に
お
け
る
考
量
を
参
照
。
こ
の
緊
張

関
係
に
つ
い
て
は
、M

R/Sinner, StGB 20（3, §
 （08e Rn. 3  f. 

お
よ
びH

oven ZIS 20（3, 33 

（（0  ff.

）
も
参
照
。

（
（（
）　

前
出
Ⅲ
参
照
。

（
（（
）　

そ
の
よ
う
に
指
摘
す
る
の
は
、BT

-D
rucks. （8/（7（, S. 8. 

こ
れ
に
批
判
的
な
も
の
と
し
て
、Fischer D

ie Zeit v. 
2（.0（.20（（, S. 8 

。
拒
絶
す
る
の
は
、Jäckle ZRP 20（（, （2（ （（22 

f.

）. 

こ
れ
に
対
し
、
概
念
上
の
結
び
つ
け
を
支
持
す
る
も
の
と
し
て
、

H
oven ZIS 20（3, 33  （（（ 

）.

（
（7
）　BT

-D
rucks. （8/（7（, S. （ 

お
よ
びS. 7 

を
見
よ
。

（
（8
）　

し
か
し
な
が
ら
、Fischer D

ie Zeit v. 2（.0（.20（（, S. 8 

は
、

と
り
わ
け
こ
の
制
約
を
理
由
に
、
こ
の
法
律
を
噴
飯
も
の
（W

itz

）

と
評
価
す
る
。
批
判
的
な
も
の
と
し
て
、
さ
ら
に
、Jäckle ZRP 

20（（, （2（ 

（（22 f.

）; V
ogel n-tv.de v. 20.02.20（（

を
見
よ
。
法

政
策
的
に
、
緩
や
か
な
不
法
な
約
定
に
賛
成
す
る
も
の
と
し
て
、

H
oven ZIS 20（3, 33  （（（  f.

）
も
あ
る
。

（
（9
）　Süß

e/P
üschel, D

eutscher B
undestag beschließ

t 
einen Gesetzentw

urf usw
., N

ew
sdienst Com

pliance 20（（, 
3（007, III

も
参
照
。

（
（0
）　

原
則
に
お
い
て
改
善
の
た
め
の
提
案
を
し
つ
つ
、
そ
の
よ
う
な

評
価
を
す
る
も
の
と
し
て
、Francuski H

RRS 20（（, 220 （230

）.

（
（（
）　V

ogel, W
irtschaftskorruption und Strafrecht – Ein 

Beitrag zu Regelungsm
odellen im

 W
irtschaftsstrafrecht, 

FS W
eber 200（, S. 39（ 

（（0（ f.

）; Zöller, A
bschied vom

 
W

ettbew
erbsm

odell bei der V
erfolgung der W

irtschafts-
korruption? Ü

berlegungen zur Reform
 des §

 299 StGB, 
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GA
 2009, （37 

（（（0 ff.

）; v.T
ippelskirch, Schutz des W

ett-
bew

erbs vor K
orruption. Ü

berlegungen zu Rechtsgut 
und A

uslegung von §
 299 StGB, GA

 20（2, （7（ ff.

参
照
。

（
（2
）　

通
説
で
あ
っ
た
。 BGH

 N
JW

 200（, 3290 （3298

）; Fischer, 
StGB, （（. A

ufl. 20（（, §
 299 Rn. 2; SSW

/R
osenau, StGB, 2. 

A
ufl. 20（（, §

 299 Rn. （  f.; M
R/Sinner, StGB 20（3, §

 299 
Rn. （; Schönke/Schröder/H

eine/E
isele, StGB, 29. A

ufl. 
20（（, §

 299 Rn. 2; N
K

/D
annecker, StGB, （. A

ufl. 20（3, §
 

299 Rn. （  ff. 

異
な
る
見
解
と
し
て
、
た
と
え
ば
、Schroth, 

Sponsoring niedergelassener V
ertragsärzte aus 

strafrechtlicher Sicht, FS I. Roxin 20（2, S. 327 

（33（

）, 
Schroth 

は
、
競
合
者
お
よ
び
事
業
の
財
産
的
上
の
利
益
を
第
一
次

的
に
保
護
さ
れ
て
い
る
と
み
る
。

（
（3
）　K

oepsel, B
estechlichkeit und B

estechung im
 

geschäftlichen V
erkehr, 200（, S. （8（ 

参
照
。
賛
成
す
る
も
の

と
し
て
、R

önnau StV
 2009, 30（ f. v. T

ippelskirch GA
 20（2, 

（7（ ff. 

も
見
よ
。

（
（（
）　

前
出
Ⅰ
注（
（
）。

（
（（
）　

二
〇
〇
三
年
七
月
二
二
日
の
民
間
部
門
に
お
け
る
汚
職
の
防
止

の
た
め
の
欧
州
連
合
枠
組
決
定
（A

Bl. EU
 N

r. L （92, S. （（ 

）
お

よ
び
二
〇
〇
三
年
一
〇
月
三
一
日
の
腐
敗
の
防
止
に
関
す
る
国
際

連
合
条
約
（Resolution （8/（

）
を
国
内
法
化
す
る
過
程
で
の
、

BT
-D

rucks. （（/（（（8

に
お
け
る
二
〇
〇
七
年
一
〇
月
四
日
の
連

邦
政
府
の
法
案
も
そ
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。Referentenentw

urf 
des BM

J zum
 Entw

urf eines Gesetzes zur Bekäm
pfung 

der K
orruption m

it Stand 30.0（.20（（, S. （  f., （2, 2（  f. 

も
同

様
で
あ
る
。

（
（（
）　

形
式
的
と
だ
け
し
た
の
は
、
二
重
に
仕
え
る
こ
と
の
外
部
的
・

実
質
的
な
反
利
害
性
に
疑
念
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い

て
は
、
本
文
で
す
ぐ
に
述
べ
る
。

（
（7
）　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、G

aede, D
ie Zukunft der europäisierten 

W
irtschaftskorruption gem

äß §
 299 StGB, N

ZW
iSt 20（（, 

28（ （28（ ff.

）. 

独
自
の
国
内
法
化
の
提
案
も
し
て
い
る
。

（
（8
）　

こ
れ
ら
の
、
お
よ
び
さ
ら
な
る
論
拠
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、

R
önnau/G

olom
bek, D

ie A
ufnahm

e des „G
eschäfts-

herrenm
odells

“ in den T
atbestand des §

 299 StGB – ein 
System

bruch im
 deutschen StGB, ZRP 2007, （93 ff.; 

W
ollschläger, D

er T
äterkreis usw

., 2009, S. （（（ ff.; Zöller 
GA

 2009, （37 

（（（（ f.

）; H
auck w

istra 20（0, 2（（ 

（2（7

）; 
K

indhäuser ZIS 20（（, （（（ （（（7

）.

（
（9
）　

し
か
し
、
こ
の
こ
と
を
強
弁
す
る
も
の
と
し
て
、BT

-D
rucks. 

（（/（（（8, S. （3 

お
よ
び Referentenentw

urf BM
J zum

 Entw
urf 

eines Gesetzes zur Bekäm
pfung der K

orruption m
it 

Stand 30.0（.20（（, S. 2（. 

本
稿
と
同
様
に
拒
絶
す
る
も
の
と
し
て
、

た
と
え
ば
、W

ollschläger, D
er T

äterkreis usw
., 2009, S. 

（（（ ff. 
特
に
、
本
稿
で
言
及
し
た
、
当
然
二
六
三
条
、
二
六
六
条
に



汚職の不法

9（

よ
り
十
分
に
捕
捉
さ
れ
る
貸
付
事
例
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
さ

ら
に
、R

önnau/G
olom

bek ZRP 2007, （93 （（9（

）; Zöller GA
 

2009, （37 （（（（ f.

）
を
見
よ
。

（
（0
）　R

önnau/G
olom

bek ZRP, （93 （（9（

）
の
例
で
あ
る
。

（
（（
）　

容
認
す
る
も
の
と
し
て
、W

olf, Ein hybrides Regelungs-
m

odell zur strafrechtlichen Bekäm
pfung von W

irtschafts-
korruption? Zur ausstehenden Reform

 von §
 299 StGB, 

CCZ 20（（, 29  （33 
）.

（
（2
）　

こ
の
事
例
を
要
罰
的
と
み
る
も
の
と
し
て
、W
olf CCZ 20（（, 

29 （33  f.

）.

（
（3
）　

二
〇
〇
七
年
五
月
三
〇
日
の
連
邦
司
法
消
費
者
保
護
省
の
プ
レ

ス
リ
リ
ー
ス
を
参
照
。

（
（（
）　

前
出
Ⅰ
注（
（
）。

（
（（
）　BGH

 N
JW

 20（2, 2（30 

（2（3（

） m
it A

nm
. u.a. von 

Brockhaus ZW
H

 20（2, 278; Corsten BB 20（2, 20（9; K
raatz 

N
ZW

ist 20（2, 273; Sahan ZIS 20（2, 38（ 

お
よ
び H

ecker 
JuS 20（2, 8（2; K

rüger StraFo 20（2, 308; W
engenrot h/

M
eyer JA

 20（2, （（（. 

さ
ら
に
、
契
約
医
に
よ
る
汚
職
的
行
為
の

可
罰
性
に
つ
い
て
は
、Schroth FS I. Roxin, 20（2, S. 327 ff.; 

Brockhaus/D
ann/T

eubner/T
sam

bikakis, Im
 A

uftrag der 
K

rankenkasse – D
er V

ertragsarzt im
 W

ettbew
erb?, 

w
istra 20（0, （（8 ff. 

を
見
よ
。

（
（（
）　BT

-D
rucks. （7/（（（8（, S. （（  ff., 29  ff., 32  ff. 

参
照
。

（
（7
）　BT
-D

rucks. （7/（（（7（, S. 7, （0, （（  f. 

参
照
。

（
（8
）　BT

-D
rucks. BT

-D
rucks. （7/（（（7（, S. 7 

を
見
よ
。
保
健

医
療
制
度
に
お
け
る
贈
収
賄
に
つ
い
て
の
法
案
二
九
九
条
ａ
第
一

項
の
全
文
は
以
下
の
通
り
。「
職
業
の
遂
行
又
は
名
称
の
使
用
の
た

め
に
国
家
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
職
業
教
育
が
必
要
な
治
療
職
に

属
す
る
者
と
し
て
、
そ
の
職
業
の
遂
行
に
関
連
し
て
、
医
薬
品
、

療
法
、
補
助
具
若
し
く
は
医
療
機
器
の
購
入
、
処
方
若
し
く
は
指

示
、
若
し
く
は
販
売
に
際
し
、
又
は
患
者
の
紹
介
若
し
く
は
検
査

資
料
の
引
き
渡
し
に
際
し
、

　

一　

 

国
内
又
は
国
外
に
お
け
る
競
争
に
お
い
て
他
人
を
優
遇
し
、

又
は

　

二　

 

そ
の
他
不
正
な
方
法
で
影
響
さ
れ
る

こ
と
の
対
価
と
し
て
、
自
己
又
は
第
三
者
に
対
す
る
利
益
を
要
求

し
、
約
束
さ
せ
、
又
は
収
受
し
た
者
は
、
三
年
以
下
の
自
由
刑
又

は
罰
金
に
処
す
る
。」

（
（9
）　Schneider, Sonderstrafrecht für Ä

rzte? Eine kritische 
A

nalyse der jüngsten Gesetzentw
ürfe zur Bestrafung 

der „Ä
rztekorruption

“, H
RRS 20（3, （73 ff. 

の
異
な
っ
た
内

容
の
疑
念
も
参
照
。

（
70
）　BT

-D
rucks. （7/（（（7（, S. （3 

を
見
よ
。「
同
時
に
、
競
争
と

は
独
立
し
た
、
た
と
え
ば
医
学
的
適
応
の
な
い
処
方
に
関
係
す
る

私
的
利
害
も
想
定
し
う
る
。
こ
の
領
域
で
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、 

患
者
自
身
の
側
か
ら
、
ま
た
は
親
族
に
よ
っ
て
申
し
出
ら
れ
、
約
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束
さ
れ
、
ま
た
は
供
与
さ
れ
る
利
益
も
捕
捉
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。」

（
7（
）　

前
出
Ⅰ
注（
7
）。

（
72
）　

報
告
者
が
参
加
し
た
専
門
家
会
合
の
た
め
の
質
問
リ
ス
ト
お
よ

び
専
門
家
ら
の
書
面
に
よ
る
回
答
は
、
連
邦
司
法
省
の
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
で
入
手
可
能
で
あ
る
。

（
73
）　M

IN
EPS V

; Berliner Erklärung vom
 30. M

ai 20（3, 
Ziff. 3.2（ und 3.28.

（
7（
）　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、BGH

 N
JW

 2007, 782 – Fall H
oyzer; 

BGH
 N

JW
 20（3, 883, BGH

 N
StZ 20（3, 28（ und BGH

 
BeckRS 20（（, N

r. 07297– Bochum
er Fall

の
裁
判
を
見
よ
。

（
7（
）　D

eutschlands Zukunft gestalten, K
oalitionsvertrag 

zw
ischen CD

U
, CSU

 und SPD
 vom

 （（.（2.20（3, S. 9（.

（
7（
）　Bayerisches Staatsm

inisterium
 für Justiz, Entw

urf 
eines Gesetzes zum

 Schutze der Integrität des Sports 
vom

 （2.03.20（（, S. （（  f. 

こ
れ
に
対
応
す
る
贈
賄
に
関
す
る
規
定

を
含
む
の
は
、
ス
ポ
ー
ツ
保
護
法
四
条
二
項
で
あ
る
。

（
77
）　Bayerisches Staatsm

inisterium
 für Justiz, Entw

urf 
Sportschutzgesetz, S. （0  f. iV

m
. S. （3  f.

（
78
）　

ス
ポ
ー
ツ
に
お
け
る
汚
職
の
当
罰
性
と
要
罰
性
を
め
ぐ
る
持
続

的
な
論
争
に
つ
い
て
は
、
完
璧
な
も
の
で
は
な
い
が
、W

eise, 
Finanzielle Beeinflussung von sportlichen W

ettkäm
pfen 

durch V
ereinsfunktionäre  etc., （982; Paringer,  K

orruption  
im

 Profifußball, 200（; V
alerius, Schneller, höher, reicher? 

Strafbarkeit von W
ett-Betrugsfällen im

 Sport, SpuRt 
200（, 90; Beukelm

ann, D
as Strafrecht und die Lauterkeit 

des sportlichen W
ettbew

erbs, N
JW

-Spezial 20（0, （（; 
K

önig, Sportschutzgesetz – Pro und C
ontra. Pro: 

A
rgum

ente für ein Sportschutzgesetz, SpuRt 20（0, （0（; 
K

udlich, Sportschutzgesetz – Pro und Contra. Contra: 
A

rgum
ente gegen ein Sportschutzgesetz SpuRt 20（0, 

（08; K
rack, B

estechlichkeit und B
estechung von 

Sportschiedsrichtern – eine Straftat? Zu §
 299 StGB 

und §
 （  SportSG-E, ZIS 20（（, （7（; H

utz/K
aiser, A

spekte 
der Spielm

anipulation und des Sportw
ettbetrugs in 

D
eutschland und der Schw

eiz, N
ZW

iSt 20（3, 379

を
見
よ
。

（
79
）　

前
出
Ⅲ
を
参
照
。

（
80
）　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
前
出
Ⅳ
2
。

（
8（
）　

詳
し
く
は
、Saliger, in: BM

I 

（H
rsg.

）, Fragenkatalog 
zum

 Expertentreffen am
 （9.0（.20（（ und schriftliche 

A
ntw

orten, Stand: （.07.20（（, S. 3（, （2  f., （7, （（  f., （7, （9  
und 70 

（
連
邦
司
法
消
費
者
保
護
省
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
入
手
可

能
）
を
参
照
。

（
82
）　

異
な
る
見
解
と
し
て
、K

indhäuser ZIS 20（（, （（（ （（（9

）.
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［
関
係
条
文
訳
］（
訳
出
に
あ
た
り
、
樋
口
亮
介
「
ド
イ
ツ
刑
法
各
論

講
義
ノ
ー
ト
：
国
家
的
法
益
に
対
す
る
罪
」
東
京
大
学
法
科
大
学

院
ロ
ー
レ
ビ
ュ
ー
一
一
号
（
二
〇
一
六
年
）
二
七
五
頁
以
下
を
参

考
に
し
た
。
ま
た
、
二
九
九
条
ａ
、
ｂ
の
訳
出
に
あ
た
っ
て
は
、

天
田
悠
香
川
大
学
准
教
授
に
ご
助
言
を
賜
っ
た
。）

第
一
〇
八
条
ｅ
（
議
員
に
つ
い
て
の
収
賄
及
び
贈
賄
）

①　

連
邦
又
は
州
の
代
表
機
関
の
構
成
員
と
し
て
、
そ
の
委
任
の
遂

行
に
際
し
て
委
託
又
は
指
示
に
基
づ
い
て
あ
る
行
為
を
行
い
、
又

は
行
わ
な
い
こ
と
の
対
価
と
し
て
、
自
己
又
は
他
人
に
対
す
る
不

正
な
利
益
を
要
求
し
、
約
束
さ
せ
、
又
は
収
受
し
た
者
は
、
五
年

以
下
の
自
由
刑
又
は
罰
金
刑
に
処
す
る
。

②　

連
邦
又
は
州
の
代
表
機
関
の
構
成
員
に
対
し
、
そ
の
委
任
の
遂

行
に
際
し
て
委
託
又
は
指
示
に
基
づ
い
て
あ
る
行
為
を
行
い
、
又

は
行
わ
な
い
こ
と
の
対
価
と
し
て
、
そ
の
構
成
員
又
は
第
三
者
に

対
す
る
不
正
な
利
益
の
供
与
を
申
込
み
、
約
束
し
、
又
は
供
与
し

た
者
も
、
前
項
と
同
一
の
刑
に
処
す
る
。

③　

一　

自
治
体
及
び
自
治
体
連
合
の
代
表
機
関
の
構
成
員
、

二　

直
接
か
つ
普
通
選
挙
に
よ
り
選
出
さ
れ
た
、
州
若
し
く
は
自

治
体
及
び
自
治
体
連
合
の
一
部
地
域
の
た
め
に
構
成
さ
れ
た
行

政
単
位
の
委
員
会
の
構
成
員
、

三　

連
邦
会
議
の
構
成
員
、

四　

欧
州
議
会
の
構
成
員
、

五　

国
際
機
関
の
議
会
的
会
議
の
構
成
員
、
及
び

六　

外
国
の
立
法
機
関
の
構
成
員

　

は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
の
構
成
員
と
み
な
す
。

④　

不
正
な
利
益
は
、
特
に
、
利
益
の
収
受
が
そ
の
構
成
員
の
法
的

地
位
に
関
し
て
基
準
と
な
る
規
定
と
整
合
す
る
場
合
に
は
、
認
め

ら
れ
な
い
。

一　

政
治
的
委
任
又
は
政
治
的
職
務
、
及
び

二　

政
党
法
又
は
そ
れ
に
相
当
す
る
法
律
に
よ
っ
て
許
容
さ
れ
る

寄
付

　

は
、
不
正
な
利
益
に
は
当
た
ら
な
い
。

⑤　

裁
判
所
は
、
六
月
以
上
の
自
由
刑
と
併
せ
て
、
公
の
選
挙
か
ら

生
じ
る
権
利
を
獲
得
す
る
能
力
及
び
公
の
事
項
に
関
し
て
選
挙
し
、

又
は
投
票
す
る
権
利
を
喪
失
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
六
五
条
ｃ
（
ス
ポ
ー
ツ
賭
博
詐
欺
）

①　

ス
ポ
ー
ツ
選
手
又
は
指
導
者
と
し
て
、
組
織
化
さ
れ
た
ス
ポ
ー

ツ
の
競
技
の
経
過
又
は
結
果
に
、
競
技
相
手
に
有
利
に
な
る
よ
う

影
響
を
与
え
、
か
つ
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
そ
の
競
技
に
関
係
す

る
公
の
ス
ポ
ー
ツ
賭
博
に
よ
り
違
法
な
財
産
的
利
益
が
得
ら
れ
る
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こ
と
に
な
る
こ
と
の
対
価
と
し
て
、
自
己
又
は
第
三
者
に
対
す
る

利
益
を
要
求
し
、
約
束
さ
せ
、
又
は
収
受
し
た
者
は
、
三
年
以
下

の
自
由
刑
又
は
罰
金
刑
に
処
す
る
。

②　

ス
ポ
ー
ツ
選
手
又
は
指
導
者
に
対
し
、
組
織
化
さ
れ
た
ス
ポ
ー

ツ
の
競
技
の
経
過
又
は
結
果
に
、
競
技
の
相
手
に
有
利
に
な
る
よ

う
影
響
を
与
え
、
か
つ
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
そ
の
競
技
に
関
係

す
る
公
の
ス
ポ
ー
ツ
賭
博
に
よ
り
違
法
な
財
産
的
利
益
が
得
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
こ
と
の
対
価
と
し
て
、
そ
の
者
若
し
く
は
第
三
者

に
対
す
る
利
益
の
供
与
を
申
し
出
、
約
束
し
、
若
し
く
は
供
与
し

た
者
も
、
前
項
と
同
一
の
刑
に
処
す
る
。

③　

審
判
員
、
審
査
員
又
は
レ
フ
ェ
リ
ー
と
し
て
、
規
則
に
反
す
る

方
法
で
、
組
織
化
さ
れ
た
ス
ポ
ー
ツ
の
競
技
の
経
過
又
は
結
果
に

影
響
を
与
え
、
か
つ
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
そ
の
競
技
に
関
係
す

る
公
の
ス
ポ
ー
ツ
賭
博
に
よ
り
違
法
な
財
産
的
利
益
が
得
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
こ
と
の
対
価
と
し
て
、
自
己
又
は
第
三
者
に
対
す
る

利
益
を
要
求
し
、
約
束
さ
せ
、
又
は
収
受
し
た
者
は
、
三
年
以
下

の
自
由
刑
又
は
罰
金
刑
に
処
す
る
。

④　

審
判
員
、
審
査
員
又
は
レ
フ
ェ
リ
ー
に
対
し
、
規
則
に
反
す
る

方
法
で
、
組
織
化
さ
れ
た
ス
ポ
ー
ツ
の
競
技
の
経
過
又
は
結
果
に

影
響
を
与
え
、
か
つ
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
そ
の
競
技
に
関
係
す

る
公
の
ス
ポ
ー
ツ
賭
博
に
よ
り
違
法
な
財
産
的
利
益
が
得
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
こ
と
の
対
価
と
し
て
、
そ
の
者
若
し
く
は
第
三
者
に

対
す
る
利
益
の
供
与
を
申
し
出
、
約
束
し
、
若
し
く
は
供
与
し
た

者
も
、
前
項
と
同
一
の
刑
に
処
す
る
。

⑤　

本
条
の
意
味
に
お
け
る
組
織
化
さ
れ
た
ス
ポ
ー
ツ
の
競
技
と
は
、

国
内
又
は
外
国
に
お
け
る
ス
ポ
ー
ツ
の
興
行
で
あ
っ
て
、

一　

国
内
の
若
し
く
は
国
際
的
な
ス
ポ
ー
ツ
組
織
に
よ
り
、
若
し

く
は
そ
の
委
託
若
し
く
は
承
認
に
基
づ
い
て
組
織
さ
れ
、
か
つ
、

二　

国
内
の
若
し
く
は
国
際
的
な
ス
ポ
ー
ツ
組
織
に
よ
り
、
そ
の

構
成
組
織
に
対
す
る
義
務
付
け
効
果
を
伴
っ
て
採
決
さ
れ
た
規

則
が
遵
守
さ
れ
る

も
の
を
い
う
。

⑥　

本
条
の
意
味
に
お
け
る
指
導
者
と
は
、
ス
ポ
ー
ツ
競
技
の
際
に

ス
ポ
ー
ツ
選
手
の
出
場
及
び
指
揮
に
つ
い
て
判
断
す
る
者
を
い
う
。

そ
の
職
業
的
又
は
経
済
的
地
位
に
基
づ
き
、
ス
ポ
ー
ツ
選
手
の
出

場
又
は
指
揮
に
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
者
は
、
指
導
者
と
み

な
す
。

第
二
六
五
条
ｄ
（
プ
ロ
ス
ポ
ー
ツ
競
技
の
操
作
）

①　

ス
ポ
ー
ツ
選
手
又
は
指
導
者
と
し
て
、
競
技
に
反
す
る
方
法
で
、

プ
ロ
ス
ポ
ー
ツ
競
技
の
経
過
又
は
結
果
に
、
競
技
相
手
に
有
利
に

な
る
よ
う
影
響
を
与
え
る
こ
と
の
対
価
と
し
て
、
自
己
又
は
第
三

者
に
対
す
る
利
益
を
要
求
し
、
約
束
さ
せ
、
又
は
収
受
し
た
者
は
、
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三
年
以
下
の
自
由
刑
又
は
罰
金
刑
に
処
す
る
。

②　

ス
ポ
ー
ツ
選
手
又
は
指
導
者
に
対
し
、
競
技
に
反
す
る
方
法
で
、

プ
ロ
ス
ポ
ー
ツ
競
技
の
経
過
又
は
結
果
に
、
競
技
相
手
に
有
利
に

な
る
よ
う
影
響
を
与
え
る
こ
と
の
対
価
と
し
て
、
そ
の
者
又
は
第

三
者
に
対
す
る
利
益
の
供
与
を
申
し
出
、
約
束
し
、
若
し
く
は
供

与
し
た
者
も
、
前
項
と
同
一
の
刑
に
処
す
る
。

③　

審
判
員
、
審
査
員
又
は
レ
フ
ェ
リ
ー
と
し
て
、
規
則
に
反
す
る

方
法
で
、
プ
ロ
ス
ポ
ー
ツ
競
技
の
経
過
又
は
結
果
に
影
響
を
与
え

る
こ
と
の
対
価
と
し
て
、
自
己
又
は
第
三
者
に
対
す
る
利
益
を
要

求
し
、
約
束
さ
せ
、
又
は
収
受
し
た
者
は
、
三
年
以
下
の
自
由
刑

又
は
罰
金
刑
に
処
す
る
。

④　

審
判
員
、
審
査
員
又
は
レ
フ
ェ
リ
ー
に
対
し
、
規
則
に
反
す
る

方
法
で
、
プ
ロ
ス
ポ
ー
ツ
競
技
の
経
過
又
は
結
果
に
影
響
を
与
え

る
こ
と
の
対
価
と
し
て
、
そ
の
者
又
は
第
三
者
に
対
す
る
利
益
の

供
与
を
申
し
出
、
約
束
し
、
若
し
く
は
供
与
し
た
者
も
、
前
項
と

同
一
の
刑
に
処
す
る
。

⑤　

本
条
に
お
け
る
プ
ロ
ス
ポ
ー
ツ
競
技
と
は
、
国
内
又
は
国
外
に

お
け
る
ス
ポ
ー
ツ
の
興
行
で
あ
っ
て
、

一　

連
邦
ス
ポ
ー
ツ
連
盟
若
し
く
は
国
際
的
な
ス
ポ
ー
ツ
組
織
に

よ
り
開
催
さ
れ
、
又
は
そ
の
委
託
若
し
く
は
承
認
に
基
づ
い
て

組
織
さ
れ
、

二　

国
内
の
又
は
国
際
的
な
ス
ポ
ー
ツ
組
織
に
よ
り
、
そ
の
構
成

組
織
に
対
す
る
義
務
付
け
効
果
を
伴
っ
て
採
決
さ
れ
た
規
則
が

遵
守
さ
れ
、
か
つ
、

三　

そ
の
ス
ポ
ー
ツ
活
動
に
よ
っ
て
直
接
又
は
間
接
に
相
当
な
額

の
収
入
を
得
て
い
る
ス
ポ
ー
ツ
選
手
が
主
と
し
て
参
加
す
る

も
の
を
い
う
。

⑥　

第
二
六
五
条
ｃ
第
六
項
を
準
用
す
る
。

第
二
六
五
条
ｅ
（
ス
ポ
ー
ツ
賭
博
詐
欺
及
び
プ
ロ
ス
ポ
ー
ツ
競
技
の

操
作
の
特
に
重
い
事
案
）

　

特
に
重
い
事
案
で
は
、
第
二
六
五
条
ｃ
及
び
第
二
六
五
条
ｄ
に
よ

る
犯
罪
は
、
三
月
以
上
五
年
以
下
の
自
由
刑
に
処
す
る
。
特
に
重
い

事
案
は
、
原
則
と
し
て
、

一　

犯
行
が
多
額
の
利
益
に
関
係
し
、
又
は
、

二　

行
為
者
が
、
営
業
的
と
し
て
、
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
犯
罪
の

継
続
的
遂
行
の
た
め
に
結
び
つ
い
た
集
団
の
構
成
員
と
し
て
行

為
し
た

と
き
に
認
め
ら
れ
る
。

第
二
九
九
条
（
業
務
上
の
取
引
に
お
け
る
収
賄
及
び
贈
賄
）

①　

業
務
上
の
取
引
に
お
い
て
、
企
業
の
被
用
者
又
は
受
託
者
と
し
て
、
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一　

商
品
若
し
く
は
役
務
の
購
入
に
際
し
、
国
内
若
し
く
は
国
外

に
お
け
る
競
争
に
お
い
て
、
不
正
な
方
法
に
よ
り
他
の
者
を
優

遇
す
る
こ
と
の
対
価
と
し
て
、
自
己
若
し
く
は
第
三
者
に
対
す

る
利
益
を
要
求
し
、
約
束
さ
せ
、
若
し
く
は
収
受
し
、
又
は
、

二　

企
業
の
同
意
な
く
、
商
品
若
し
く
は
役
務
の
購
入
に
際
し
、

あ
る
行
為
を
行
い
、
若
し
く
は
行
わ
ず
、
か
つ
こ
れ
に
よ
り
企

業
に
対
す
る
義
務
に
違
反
す
る
こ
と
の
対
価
と
し
て
、
自
己
若

し
く
は
第
三
者
に
対
す
る
利
益
を
要
求
し
、
約
束
さ
せ
、
若
し

く
は
収
受
し
た

者
は
、
三
年
以
下
の
自
由
刑
又
は
罰
金
刑
に
処
す
る
。

②　

業
務
上
の
取
引
に
お
い
て
、
企
業
の
被
用
者
又
は
受
託
者
に
対

し
、

一　

そ
の
者
が
、
商
品
若
し
く
は
役
務
の
購
入
に
際
し
、
国
内
若

し
く
は
国
外
に
お
け
る
競
争
に
お
い
て
、
不
正
な
方
法
に
よ
り 

自
己
若
し
く
は
他
人
を
優
遇
す
る
こ
と
の
対
価
と
し
て
、
そ
の

者
若
し
く
は
第
三
者
に
対
す
る
利
益
の
供
与
を
申
し
出
、
約
束

し
、
若
し
く
は
供
与
し
、
又
は
、

二　

企
業
の
同
意
な
く
、
商
品
若
し
く
は
役
務
の
購
入
に
際
し
、

あ
る
行
為
を
行
い
、
若
し
く
は
行
わ
ず
、
か
つ
こ
れ
に
よ
り
企

業
に
対
す
る
義
務
に
違
反
す
る
こ
と
の
対
価
と
し
て
、
そ
の
者

若
し
く
は
第
三
者
に
対
す
る
利
益
の
供
与
を
申
し
出
、
約
束
し
、

若
し
く
は
供
与
し
た

者
も
、
前
項
と
同
一
の
刑
に
処
す
る
。

第
二
九
九
条
ａ
（
保
健
医
療
制
度
に
お
け
る
収
賄
）

　

職
業
の
遂
行
又
は
名
称
の
使
用
の
た
め
に
国
家
に
よ
っ
て
定
め
ら

れ
た
職
業
教
育
が
必
要
な
治
療
職
に
属
す
る
者
と
し
て
、
そ
の
職
業

の
遂
行
に
関
連
し
て
、

一　

医
薬
品
、
療
法
、
補
助
具
若
し
く
は
医
療
機
器
の
処
方
若
し

く
は
指
示
に
際
し
、

二　

治
療
職
に
属
す
る
者
若
し
く
は
そ
の
補
助
者
が
直
接
使
用 

す
る
た
め
の
医
薬
品
、
補
助
具
若
し
く
は
医
療
機
器
の
購
入
に

際
し
、
又
は
、

三　

患
者
の
紹
介
若
し
く
は
検
査
資
料
の
引
き
渡
し
に
際
し
、

国
内
又
は
国
外
に
お
け
る
競
争
に
お
い
て
、
不
正
な
方
法
に
よ
り
、

他
人
を
優
遇
す
る
こ
と
の
対
価
と
し
て
、
自
己
又
は
他
人
に
対
す
る

利
益
を
要
求
し
、
約
束
さ
せ
、
又
は
収
受
し
た
者
は
、
三
年
以
下
の

自
由
刑
又
は
罰
金
に
処
す
る
。

第
二
九
九
条
ｂ
（
保
健
医
療
制
度
に
お
け
る
贈
賄
）

　

職
業
の
遂
行
又
は
名
称
の
使
用
の
た
め
に
国
家
に
よ
っ
て
定
め
ら

れ
た
職
業
教
育
が
必
要
な
治
療
職
に
属
す
る
者
に
対
し
、
そ
の
職
業
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の
遂
行
に
関
連
し
て
、

一　

医
薬
品
、
療
法
、
補
助
具
若
し
く
は
医
療
機
器
の
処
方
又
は

指
示
に
際
し
、

二　

治
療
職
に
属
す
る
者
又
は
そ
の
補
助
者
が
直
接
使
用
す
る
た

め
の
医
薬
品
、
補
助
具
若
し
く
は
医
療
機
器
の
購
入
に
際
し
、

又
は
、

三　

患
者
の
紹
介
若
し
く
は
検
査
資
料
の
引
き
渡
し
に
際
し
、

国
内
又
は
国
外
に
お
け
る
競
争
に
お
い
て
、
不
正
な
方
法
に
よ
り
、

他
人
を
優
遇
す
る
こ
と
の
対
価
と
し
て
、
そ
の
者
若
し
く
は
第
三
者

に
対
す
る
利
益
の
供
与
を
申
し
出
、
約
束
し
、
若
し
く
は
供
与
し
た

者
は
、
三
年
以
下
の
自
由
刑
又
は
罰
金
刑
に
処
す
る
。

第
三
〇
〇
条
（
業
務
上
の
取
引
及
び
保
健
医
療
制
度
に
お
け
る
収
賄

及
び
贈
賄
の
特
に
重
い
事
案
）

　

特
に
重
い
事
案
で
は
、
二
九
九
条
、
二
九
九
条
ａ
及
び
二
九
九
条

ｂ
に
よ
る
犯
罪
は
、
三
月
以
上
五
年
以
下
の
自
由
刑
に
処
す
る
。
特

に
重
い
事
案
は
、
原
則
と
し
て
、

一　

犯
行
が
多
額
の
利
益
に
関
係
し
、
又
は
、

二　

行
為
者
が
、
営
業
と
し
て
、
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
犯
罪
の
継

続
的
遂
行
の
た
め
に
結
び
つ
い
た
集
団
の
構
成
員
と
し
て
行
為

し
た

と
き
に
認
め
ら
れ
る
。

第
三
〇
一
条
（
告
訴
）

①　

第
二
九
九
条
に
よ
る
業
務
上
の
取
引
に
お
け
る
収
賄
及
び
贈
賄

は
、
刑
事
訴
追
に
つ
い
て
特
別
な
公
の
利
益
が
あ
る
た
め
に
刑
事

訴
追
機
関
が
職
権
に
よ
る
介
入
が
必
要
と
考
え
る
と
き
を
除
き
、

告
訴
に
基
づ
い
て
の
み
訴
追
さ
れ
る
。

②　

第
二
九
九
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
第
一
号
の
場
合
に
お

い
て
は
、
被
害
者
に
加
え
、
不
正
競
争
防
止
法
第
八
条
第
三
項
第

二
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
ら
れ
た
団
体
及
び
職
業
団
体
も
第
一
項

に
よ
る
告
訴
を
す
る
権
利
を
有
す
る
。

第
三
〇
二
条　
（
削
除
）

第
三
三
一
条
（
利
益
収
受
）

①　

公
務
担
当
者
、
欧
州
の
公
務
担
当
者
又
は
公
務
に
つ
い
て
の
特

別
義
務
者
が
、
職
務
遂
行
に
つ
い
て
、
自
己
又
は
第
三
者
の
た
め

の
利
益
を
要
求
し
、
約
束
さ
せ
、
又
は
収
受
し
た
と
き
は
、
三
年

以
下
の
自
由
刑
又
は
罰
金
刑
に
処
す
る
。

②　

裁
判
官
、
欧
州
連
合
の
裁
判
所
の
構
成
員
又
は
仲
裁
人
が
、
裁

判
官
等
と
し
て
の
行
為
を
行
っ
た
こ
と
、
又
は
こ
れ
を
将
来
行
う
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こ
と
の
対
価
と
し
て
、
自
己
又
は
第
三
者
の
た
め
の
利
益
を
要
求

し
、
約
束
さ
せ
、
又
は
収
受
し
た
と
き
は
、
五
年
以
下
の
自
由
刑

又
は
罰
金
刑
に
処
す
る
。
本
項
の
罪
の
未
遂
は
、
罰
す
る
。

③　

行
為
者
が
、
自
ら
は
要
求
し
て
い
な
い
利
益
を
約
束
さ
せ
、
又

は
収
受
し
、
か
つ
、
管
轄
官
庁
が
、
そ
の
権
限
の
範
囲
内
で
収
受

を
予
め
許
可
し
て
い
た
と
き
、
又
は
行
為
者
が
遅
滞
な
く
管
轄
官

庁
に
届
け
出
て
、
管
轄
官
庁
が
収
受
を
許
可
し
た
と
き
は
、
行
為

は
第
一
項
に
よ
っ
て
は
罰
し
な
い 

。

第
三
三
二
条
（
収
賄
）

①　

公
務
担
当
者
、
欧
州
の
公
務
担
当
者
又
は
公
務
に
つ
い
て
の
特

別
義
務
者
が
、
職
務
行
為
を
行
い
、
又
は
将
来
こ
れ
を
行
い
、
こ

れ
に
よ
り
そ
の
職
業
上
の
義
務
に
違
反
し
た
こ
と
、
又
は
こ
れ
に

違
反
す
る
こ
と
に
な
る
こ
と
の
対
価
と
し
て
、
自
己
又
は
第
三
者

の
た
め
の
利
益
を
要
求
し
、
約
束
さ
せ
又
は
収
受
し
た
と
き
は
、

六
月
以
上
五
年
以
下
の
自
由
刑
に
処
す
る
。
比
較
的
軽
い
事
案
で

は
、
刑
は
三
年
以
下
の
自
由
刑
又
は
罰
金
刑
と
す
る
。
本
項
の
罪

の
未
遂
は
、
罰
す
る
。

②　

裁
判
官
、
欧
州
連
合
の
裁
判
所
の
構
成
員
又
は
仲
裁
人
が
、
裁

判
官
等
と
し
て
の
行
為
を
行
い
、
又
は
将
来
こ
れ
を
行
い
、
こ
れ

に
よ
り
そ
の
裁
判
官
等
と
し
て
の
義
務
に
違
反
し
た
こ
と
、
又
は

こ
れ
に
違
反
す
る
こ
と
に
な
る
こ
と
の
対
価
と
し
て
、
自
己
又
は

第
三
者
の
た
め
の
利
益
を
要
求
し
、
約
束
さ
せ
、
又
は
収
受
し
た

と
き
は
、
一
年
以
上
一
〇
年
以
下
の
自
由
刑
又
は
罰
金
刑
に
処
す

る
。
比
較
的
軽
い
事
案
で
は
、
刑
は
六
月
以
上
五
年
以
下
の
自
由

刑
又
は
罰
金
と
す
る
。

③　

行
為
者
が
、
将
来
の
行
為
の
対
価
と
し
て
利
益
を
要
求
し
、
約

束
さ
せ
、
又
は
収
受
し
た
場
合
に
お
い
て
、 

行
為
者
が
、
他
の
者 

に
対
し
、

一　

行
為
の
際
に
自
己
の
義
務
に
違
反
し
、
又
は

二　

行
為
が
自
己
の
裁
量
に
属
す
る
限
り
で
、
裁
量
行
使
の
際
に
、

そ
の
利
益
に
よ
り
影
響
さ
れ
る

　

つ
も
り
が
あ
る
こ
と
を
、
既
に
示
し
て
い
た
と
き
は
、
一
項
及
び

二
項
を
適
用
す
る
。

第
三
三
三
条
（
利
益
供
与
）

①　

公
務
担
当
者
、
欧
州
の
公
務
担
当
者
、
公
務
に
つ
い
て
の
特
別

義
務
者
又
は
連
邦
軍
の
軍
人
に
対
し
、
職
務
の
執
行
に
つ
い
て
、

こ
れ
ら
の
者
又
は
第
三
者
の
た
め
の
利
益
の
供
与
を
申
込
み
、
約

束
し
又
は
供
与
し
た
者
は
、
三
年
以
下
の
自
由
刑
又
は
罰
金
刑
に

処
す
る
。

②　

裁
判
官
、
欧
州
連
合
の
裁
判
所
の
構
成
員
又
は
仲
裁
人
に
対
し
、
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裁
判
官
等
と
し
て
の
行
為
を
行
っ
た
こ
と
、
又
は
将
来
こ
れ
を
行

う
こ
と
に
な
る
こ
と
の
対
価
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
者
又
は
第
三
者

の
た
め
の
利
益
の
供
与
を
申
込
み
、
約
束
し
、
又
は
供
与
し
た
者

は
、
五
年
以
下
の
自
由
刑
又
は
罰
金
刑
に
処
す
る
。

③　

管
轄
官
庁
が
、
そ
の
権
限
の
範
囲
内
で
、
収
受
者
に
よ
る
利
益

の
収
受
を
あ
ら
か
じ
め
許
可
し
、
又
は
収
受
者
に
よ
る
遅
滞
な
き

届
出
に
基
づ
い
て
収
受
を
許
可
し
た
と
き
は
、
行
為
は
第
一
項
に

よ
っ
て
は
罰
し
な
い
。

第
三
三
四
条
（
贈
賄
）

①　

公
務
担
当
者
、
欧
州
の
公
務
担
当
者
、
公
務
に
つ
い
て
の
特
別

義
務
者
又
は
連
邦
軍
の
軍
人
に
対
し
、
職
務
行
為
を
行
い
、
又
は

将
来
こ
れ
を
行
い
、
こ
れ
に
よ
り
そ
の
職
業
上
の
義
務
に
違
反
し

た
こ
と
、
又
は
こ
れ
に
違
反
す
る
こ
と
に
な
る
こ
と
の
対
価
と
し

て
、
こ
れ
ら
の
者
又
は
第
三
者
の
た
め
の
利
益
の
供
与
を
申
込
み
、

約
束
し
、
又
は
供
与
し
た
者
は
、
三
月
以
上
五
年
以
下
の
自
由
刑

に
処
す
る
。
比
較
的
軽
い
事
案
で
は
、
刑
は
二
年
以
下
の
自
由
刑

又
は
罰
金
刑
と
す
る
。

②　

裁
判
官
、
欧
州
連
合
の
裁
判
所
の
構
成
員
又
は
仲
裁
人
に
対
し
、

裁
判
官
等
と
し
て
の
行
為
を

一　

行
い
、
こ
れ
に
よ
り
そ
の
裁
判
官
等
と
し
て
の
義
務
に
違
反

し
た
こ
と
、
又
は
、

二　

将
来
行
い
、
こ
れ
に
よ
り
そ
の
裁
判
官
等
と
し
て
の
義
務
に

違
反
す
る
こ
と
に
な
る
こ
と

の
対
価
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
者
又
は
第
三
者
の
た
め
の
利
益
の
供
与

を
申
込
み
、
約
束
し
、
又
は
供
与
し
た
者
は
、
第
一
号
の
場
合
に
お

い
て
は
三
月
以
上
五
年
以
下
の
自
由
刑
、
第
二
号
の
場
合
に
お
い
て

は
六
月
以
上
五
年
以
下
の
自
由
刑
に
処
す
る
。
本
項
の
罪
の
未
遂
は
、

罰
す
る
。

③　

行
為
者
が
、
将
来
の
行
為
の
対
価
と
し
て
利
益
の
供
与
を
申
込

み
、
約
束
し
、
又
は
供
与
し
た
場
合
、
行
為
者
が
、
他
の
者
に
対

し
、

一　

行
為
の
際
に
そ
の
義
務
に
違
反
す
る
こ
と
、
又
は
、

二　

行
為
が
そ
の
裁
量
に
属
す
る
限
り
で
、
裁
量
行
使
の
際
に
、

そ
の
利
益
に
よ
り
影
響
さ
れ
る
こ
と

　

を
決
意
さ
せ
る
こ
と
を
試
み
た
と
き
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
を

適
用
す
る
。

第
三
三
五
条
（
贈
賄
及
び
収
賄
の
う
ち
犯
情
の
特
に
重
い
事
案
）

①　

特
に
重
い
事
案
で
は
、

一　

ａ）
第
三
三
二
条
第
三
項
が
併
せ
て
適
用
さ
れ
る
場
合
も
含
め

た
同
条
第
一
項
第
一
文
、
及
び
、
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ｂ）
第
三
三
四
条
第
三
項
が
併
せ
て
適
用
さ
れ
る
場
合
も
含
め

た
同
条
第
一
項
第
一
文
及
び
第
二
項

に
定
め
る
犯
罪
は
、
一
年
以
上
一
〇
年
以
下
の
自
由
刑
、
並
び

に
、

二　

第
三
三
二
条
第
三
項
と
併
せ
て
適
用
さ
れ
る
場
合
も
含
め
た

同
条
第
二
項
に
定
め
る
犯
罪
は
、

　

二
年
以
上
の
自
由
刑
に
処
す
る
。

②　

第
一
項
の
意
味
に
お
け
る
特
に
重
い
事
案
と
は
、
原
則
と
し
て
、

一　

犯
行
が
多
大
な
利
益
に
関
係
す
る
と
き
、

二　

行
為
者
が
、
将
来
職
務
行
為
を
行
う
こ
と
の
対
価
と
し
て
要

求
し
た
利
益
を
継
続
的
に
収
受
し
た
と
き
、
又
は
、

三　

行
為
者
が
、
営
業
と
し
て
、
若
し
く
は
そ
れ
ら
の
犯
罪
を
継

続
的
に
遂
行
す
る
た
め
に
結
成
さ
れ
た
集
団
の
構
成
員
と
し
て

行
為
し
た
と
き

　

に
認
め
ら
れ
る
。

第
三
三
五
条
ａ
（
外
国
職
員
及
び
国
際
職
員
）

①　

第
三
三
一
条
第
二
項
及
び
第
三
三
三
条
第
二
項
並
び
に
第
三
三

五
条
が
併
せ
て
適
用
さ
れ
る
場
合
も
含
め
た
第
三
三
二
条
及
び
第

三
三
四
条
ま
で
に
定
め
る
、
将
来
の
裁
判
官
等
と
し
て
の
行
為
又

は
将
来
の
職
務
行
為
に
関
係
す
る
犯
罪
へ
の
適
用
に
関
し
、
以
下

の
通
り
と
み
な
す
：

一　

裁
判
官
と
み
な
す
者
：

外
国
裁
判
所
若
し
く
は
国
際
裁
判
所
の
構
成
員；

二　

そ
の
他
公
務
担
当
者
と
み
な
す
者
：

　
　
　

ａ）
外
国
の
職
員
及
び
外
国
の
た
め
に
公
の
任
務
を
行
う
こ
と

を
委
託
さ
れ
た
者；

　
　
　

ｂ）
国
際
機
関
の
職
員
及
び
国
際
機
関
の
任
務
を
行
う
こ
と
を

委
託
さ
れ
た
者；

　
　
　

ｃ）
外
国
の
軍
人
及
び
国
際
機
関
の
任
務
を
行
う
こ
と
を
委
託

さ
れ
た
軍
人
。

②　

第
三
三
一
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
三
三
三
条
第
一
項

及
び
第
三
項
の
、
将
来
の
職
務
行
為
に
関
係
す
る
犯
罪
へ
の
適
用

に
関
し
、
以
下
の
通
り
と
み
な
す
：

一　

裁
判
官
と
み
な
す
者
：

　

国
際
刑
事
裁
判
所
の
構
成
員；

二　

そ
の
他
公
務
担
当
者
と
み
な
す
者
：

　
　

国
際
刑
事
裁
判
所
の
職
員
。

③　

第
三
三
三
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
、
将
来
の
職
務
行
為
に
関

係
す
る
犯
罪
へ
の
適
用
に
関
し
、
以
下
の
通
り
と
み
な
す
：

一　

連
邦
軍
の
軍
人
と
み
な
す
者
：

　

犯
罪
時
に
国
内
に
滞
在
す
る 

、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
駐
留
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す
る
北
大
西
洋
条
約
機
構
の
ド
イ
ツ
以
外
の
締
約
国
の
部
隊
の
軍

人；二　

そ
の
他
公
務
担
当
者
と
み
な
す
者
：

こ
れ
ら
の
部
隊
の
職
員；

三　

公
務
に
つ
い
て
の
特
別
義
務
者
と
み
な
す
者
：

　

こ
れ
ら
の
部
隊
に
雇
わ
れ
、
又
は
こ
れ
ら
の
部
隊
の
た
め
に
活

動
し
、
か
つ
部
隊
の
上
位
の
官
署
の
一
般
的
又
は
特
別
の
指
示
に

基
づ
き
そ
の
職
責
の
誠
実
な
履
行
を
正
式
に
義
務
付
け
ら
れ
て
い

る
者
。

第
三
三
六
条
（
職
務
行
為
の
不
作
為
）

　

第
三
三
一
条
か
ら
第
三
三
五
条
ａ
ま
で
の
意
味
に
お
け
る
職
務
行

為
又
は
裁
判
官
等
と
し
て
の
行
為
の
不
作
為
は
、
こ
れ
ら
の
行
為
を

行
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

第
三
三
七
条
（
仲
裁
人
へ
の
報
酬
）

　

仲
裁
人
へ
の
報
酬
は
、
仲
裁
人
が
、
他
方
当
事
者
に
隠
れ
て
、
一

方
当
事
者
に
こ
れ
を
要
求
し
、
約
束
さ
せ
、
若
し
く
は
一
方
当
事
者

か
ら
こ
れ
を
収
受
し
た
と
き
、
又
は
、
一
方
当
事
者
が
、
他
方
当
事

者
に
隠
れ
て
、
仲
裁
人
に
そ
の
供
与
を
申
込
み
、
約
束
し
、
若
し
く

は
供
与
し
た
と
き
に
の
み
、
第
三
三
一
条
か
ら
第
三
三
五
条
ま
で
の

意
味
に
お
け
る
利
益
と
な
る
。

第
三
三
八
条　
（
削
除
）




